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平成２８年第１回幸田町議会定例会会議録（第４号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２８年３月１１日（金曜日）午前９時００分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 第４号議案 幸田町職員定数条例の一部改正について 

     第５号議案 幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について 

     第６号議案 幸田町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について 

     第７号議案 幸田町職員の給与に関する条例の一部改正について 

     第８号議案 幸田町情報公開条例及び幸田町個人情報保護条例の一部改正につい 

           て 

     第９号議案 幸田町情報公開・個人情報保護審査会条例等の一部改正について 

     第10号議案 幸田町行政不服審査会条例の制定について 

     第11号議案 幸田町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

     第12号議案 幸田町手数料徴収条例の一部改正について 

     第13号議案 幸田町火災予防条例の一部改正について 

     第14号議案 幸田町行政財産目的外使用料条例の一部改正について 

     第15号議案 幸田町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

           る条例及び幸田町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部改正 

           について 

     第16号議案 幸田町介護保険条例の一部改正について 

     第17号議案 幸田町法定外公共用物の管理に関する条例の一部改正について 

     第18号議案 幸田町道路占用料条例の一部改正について 

     第19号議案 町道路線の認定及び廃止について 

     第25号議案 平成28年度幸田町一般会計予算 

     第26号議案 平成28年度幸田町土地取得特別会計予算 

     第27号議案 平成28年度幸田町国民健康保険特別会計予算 

     第28号議案 平成28年度幸田町後期高齢者医療特別会計予算 

     第29号議案 平成28年度幸田町介護保険特別会計予算 

     第30号議案 平成28年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計予算 

     第31号議案 平成28年度幸田町農業集落排水事業特別会計予算 

     第32号議案 平成28年度幸田町下水道事業特別会計予算 

     第33号議案 平成28年度幸田町水道事業会計予算 

日程第３ 予算特別委員会の設置について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 
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  １番 足 立 初 雄 君  ２番 伊與田伸 吾 君  ３番 稲 吉 照 夫 君 

  ４番 鈴 木 重 一 君  ５番 杉 浦 あきら君  ６番 志 賀 恒 男 君 

  ７番 鈴 木 雅 史 君  ８番 中 根 久 治 君  ９番 酒 向 弘 康 君 

  10番 大 嶽  弘 君  11番 池 田 久 男 君  12番 笹 野 康 男 君 

  13番 丸 山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 水 野千代子 君 

  16番 浅 井 武 光 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君

企 画 部 長 大 竹 広 行 君 総 務 部 長 山 本 富 雄 君

住民こども部長 山 本 茂 樹 君 健康福祉部長 大 澤  正 君

環境経済部長 清 水  宏 君 建 設 部 長 近 藤  学 君

教 育 長 小 野 伸 之 君 教 育 部 長 小 野 浩 史 君

消 防 長 壁 谷 弘 志 君 企 業 立 地 監 志 賀 幸 弘 君

企画部次長兼
企画政策課長

林  敏 幸 君
総務部次長兼
税 務 課 長

平 松 寛 昭 君

健康福祉部次長兼
福 祉 課 長

山 下 明 美 君
環境経済部次長兼
水 道 課 長

伊 澤 正 美 君

建設部次長兼
区画整理課長

伊 澤 勝 一 君
教育部次長兼
学校教育課長

羽根渕闘志 君

消 防 次 長 兼
消 防 署 長

本 田  稔 君
会計管理者兼
出 納 室 長

牧 野 洋 司 君

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 桐 戸 博 康 君    

────────────────────────────── 

○議長（浅井武光君） 皆さん、おはようございます。 

   早朝よりの御審議御苦労さまです。 

   ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますから、これより本

日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時００分 

○議長（浅井武光君） 本日、説明のために出席を求めた理事者は２０名であります。 

   議事日程は、お手元に配付のとおりでありますから、御了承を願います。 

────────────────────────────── 

   日程第１ 

○議長（浅井武光君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を１３番 丸山千代子君、

１４番 伊藤宗次君の御両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 
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  日程第２ 

○議長（浅井武光君） 日程第２、第４号議案から第１９号議案までの１６件と第２５号議

案から第３３号議案までの９件を一括議題といたします。 

   説明は終わっておりますので、これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、議案番号順に従い通告順といたします。 

   発言は会議規則第５５条及び第５６号の規定により、１議題につき１５分以内とし、

質疑の回数制限は行いません。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間制限に鑑み、簡明なる答弁

をお願いいたします。 

   ３月１０日の本会議で、第２５号議案の途中まで質疑は終わっております。よって、

本日は第２５号議案に係る質疑から行います。 

   ８番、中根久治君の質疑を許します。 

   ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） お願いをします。議案番号２５、平成２８年度幸田町一般会計予算

６０款、２０項、３５目についてお伺いをします。 

   教育費県委託金の問題であります。県は「地域に学び・語り継ぐ キャリア教育」推

進事業を委託金として小学校に委託をしております。もう一つ中学のほうに「あいち・

出会いと体験の道場」推進事業委託金、そして中学校に「道徳教育の抜本的改善・充実

に係る支援」としての委託金があります。この委託を受けた幸田町は、それぞれどのよ

うな事業としてこれを展開し、活用しているのかについてお伺いします。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） 教育費の歳入、県委託金の各事業についての御質問でございま

す。 

   まず、「地域に学び・語り継ぐ キャリア教育」推進事業につきまして、この事業に

つきましては、平成２６年度から３年をかけて県内全ての市町村を対象に実施をしてい

るもので、平成２８年度は本町も含めて１７市町村が対象となっております。本町では

豊坂小学校で実施をする予定でおります。具体的には、高学年児童が地域講師等に学ぶ

体験活動や講話を通して深めた考えを下級生に語る場を持つことで、全校が働き方や生

き方などについて考えるというものでございます。 

   そして、また中学校費のほうの「あいち・出会いと体験の道場」推進事業につきまし

ては、この２月中旬に名称が変わるというような通知もございまして、現在県の事業の

事業名といたしますと、この名称が「魅力あるあいちキャリアプロジェクト」推進事業

に変わるということでございます。中身につきましては、生徒が職業の魅力を感じ、望

ましい勤労観・職業観を醸成できるようにするために、職場体験学習を核とした、中学

校１年生から３年生までの系統的なキャリア教育の推進を図る。県内の全ての公立中学

校対象に実施をされてまいります。事業の中身につきましては、１年生での実習を基本

とするガイダンス事業、２年生での実習を基本とする職場体験事業、３年生での実施を

基本といたしますプレゼンテーション事業となっています。これまでは、２年生の職場

体験事業を中心とした事業内容でありましたけれども、１年生と３年生にまでそうした
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拡大が図られたというところが新しく加わってまいった事業であります。 

   続いて、道徳教育の抜本的改善・充実にかかわる支援事業であります。幸田町では、

研究推進校として北部中学校におきまして事業をいたす予定であります。道徳教育をよ

り効果的に推進するために外部講師を招いた計画的な研修を行いまして、要となります

道徳科の授業についての指導方法や評価のあり方についての研究を行うと、こうした事

業推進の予定でいるところであります。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 県のこの委託事業名というのは本当によくくるくる、今もお話があ

ったように何年かで変わっていくような気がしております。幸田町でいえば、この数年

は木の香る学校づくりとか、または部活動指導費というのが、またはエネルギー教育と。

そして、今回はこの出会いの体験道場ですね。昔で言う、中学校の中学２年生の職場体

験というものでございますが、こんなふうに変わっていくと。教育の継続性から見ると、

これだけこう事業名が変わっていくとなると、果たして現場がそれに振り回されないか

という心配を私は持ちます。今度は県からどういう委託金をもらって、現場は何をやる

んだという部分ですね。それが、こう年度年度で変わっていってしまうというのは、こ

れは随分現場としてはいろいろ振り回されるおそれがあるなという気がしているわけで

すが、委託を受けた現場は事業名に即した教育活動を展開していくわけですが、こうい

うふうにくるくる変わった委託内容を見ると、これは現場との話し合いが十分にされて

いるのかどうかということについてちょっと疑問を持ちましたので、その点についてお

願いをします。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） まず、お尋ねの県のこうした事業の進め方ということで、ここ

のところの状況は今委員におっしゃっていただいたとおりでありまして、県の委託事業

につきましては、３年ほど継続をいたすとその成果と課題を見きわめて、新たな形を変

えて少し内容を見直しながら実施をしているという傾向があることは事実であろうかと

思っています。そうしたことを受けて、現場におきましてはやはり教育の継続性という

ものがありますので、しかしながら、新たな取り組みを起こすための一つの機会として

この委託事業を捉えておりまして、県の方針としても、県内各校へその成果を広めてい

こうという方針もあるということを含めて、それぞれの取り組みを私どもといたしまし

ては各学校に何らかの形で定着をさせていきたいということを意識し、実施をしてまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） こういうふうに県のほうから委託金を添えて、こういうことを少し

教育活動をやってくれないかという申し込みがあるわけですが、それを受けるたびに現

場としてはそれに対応してやっていかないといかんと。それは、今のこの教育現場のこ

の多忙さというのですか、この忙しさの中に新たにこういうものをどんどこどんどこ目

先を変えた形で県が持ってくると。それに対する現場は、またそれに対応しないといけ

ないと。大変な、要するに多忙が増してくるような気がするので、そういったところは

教育の現場のほうから、私たちはまた我が町はこういうことを今から何年間かけてやっ
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ていきたいのだから、それに対して委託金がいただけないかというような、そういう現

場や町のほうの意向というのは反映されているのかどうかについて再度お願いをします。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） 逆に、町、自治体のほうから県にこうした事業展開をしてほし

いという要望は現実として余りないような形であろうかというふうに思っています。や

はり、県下統一で県の方針の中で、今の時代に合った事業展開を県としても考えられて

実施をされている。その中で実施を希望するという部分で、私どもにおいても３小中学

校の中でどこで事業を実施するかということを決めてやっているところでございます。

いろいろな意向がこの県の事業にも反映されているという部分もありますので、そうし

た一つの機会を生かしていくという意味での活用をしてまいりたいと思っております。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 今回いただく中に名称が変わると言われました例の職場体験学習で

ございますが、これが中学１年と３年までに拡大した形でこの委託金が使われていくわ

けですよね。今の現状の職場体験学習にしても、これは子どもたちが学校から外へ出て

活動をするわけですよね。そうした場合の例えば途中での交通事故の心配とか現場での

不慮の事故、いろいろな問題がたくさんありますよね。先生の数は限られている中でい

ろいろな職場へ行って、いろいろな体験をすると、これは全部ちゃんとできればいいの

ですが、時には交通事故を起こすこともありますよね。または、現場でいろいろな不慮

の事故に遭うことがあるわけです。それは、子どもたちはなれないところに行くわけで

すから、そういう問題は物すごくたくさんある。じゃあ、それだけの準備、配慮ができ

るかというと、それはこの多忙の先生の中ではなかなかそこまでの配慮ができないし、

準備もできない。それに対して県の予算はどれだけ入ってる、１５万円だと。これは、

やっぱり現場に対する過重負担というのはふえてくるのではないのかと思うものですか

ら、こういった部分についてはもっと慎重に扱っていただきたいし、要望することはき

ちんと要望していかないとこういうものがどんどんどんどん、これもやってくれないか、

これもやってくれないかと言われて、はいはいはいはいとやっていればいろいろな現場

を振り回すことになっていくような気がしますので、その歯どめとなるのは町の教育委

員会かなと私は思っておりますから、その辺のところについて幸田町の意見というのが

出てないような気がしますから、再度その辺についてどうでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） 一つ、職場体験の事業を例に挙げていただきました。この事業

を実施するのには、やはり自転車に乗って遠くの自分が希望する職場まで行って帰って

くるということと、学校の環境から離れた時間をその職場の中で過ごすということにつ

きましては、大変であるかわりにまたふだんない体験を得るということが一つの事業の

目的でもあると思います。そこにやはり移動する上での危険もあるということは承知を

しています。そうした事業採択を受けるに当たって、町の希望といいますか思いをそう

した県事業に反映していくということは重要なことだと思いますので、そういう機会に

要望するというような機会があれば、またこうした事業の見直すべき部分があれば、提

案もしてまいりたいというふうには考えております。 
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○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） この中学生の職場体験というのはとても大事なものかなと思ってお

りますので、今この授業時間が非常に少ない中で貴重な何日間をとって、それに割り当

てているわけですよね。まさに、本当に授業日数が足りない、時間が足りないと言いな

がらも優先的にそれをとっていくわけですが、その中においてそういった子どもたちの

安全安心面というものの配慮が十分できる状態で、学校以外のところに子どもたちを出

す状態であるのかという部分は、もっともっと準備をしておかないといけないことだし、

県がやれと言うからやってますというのは、これは問題だなと。確かにいいことは物す

ごくたくさんあると思っておりますし、それだけのいろいろな教科の授業を減らしてま

でそれをやっているわけですから、これは価値のある問題だと思っておりますが、でも

子どもたちの安全安心は誰が担保するのか。もし、これは交通事故が起きたり、現場で

いろいろな負傷事故が起きた場合、これはどこが、誰が、どのような責任のとり方をす

るのかという部分について、ちゃんとしたものがあるのか、考えがあるのかについてお

伺いしておきたいと思っております。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） そうした職場体験をする上では二面がありまして、その効果と

そうした安心安全の面の両面があって、やはり両方を十分に考えて事業を進めていかな

い限りこの目的が遂行されていかない。例えば、そうした交通事故等にあった場合の保

険・保障だとかという部分につきましては、一定程度の保険加入があったというふうに

は思っておりますけれども、それ以上の注意をしてというところについては、それぞれ

実施する市町村においてできる限りの安全確保を備えた中で実施をすることが極めて重

要だと思っておりますので、それ以上の部分につきましては、また県とその事業展開を

実施する中の協議になってくるものだというふうには考えております。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） ぜひいわゆる安心安全をきちんと担保できるような手当てをしてい

かないと、この時代は何があってもとにかくこの部分は一番叩かれる部分だなと思いま

すので、ただ１５万円委託金をいただいたからやりますと、しかも１年と３年まで拡大

しますというだけでは、これは何があっても後でいろいろな問題が起きてくることだな

と思うものですから、もうちょっと慎重にこの事業は進めていただきたいと私は思って

おります。お願いをします。 

   それから、もう一点ですが、保育園の英語あそび事業についてお伺いしたいと思って

おります。これはモデル事業ではなくなったということでございますので、モデル事業

との違いについてお聞きしたいと思っております。 

   モデル事業というのは、予算を使って何を達成するかといった政策目標がきちんとし

ているものがモデル事業だというふうにお聞きしておりますが、この部分はどのように

変わったのかについてまずお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） 職場体験事業につきましては、２年生が職場体験をし、その結

果を１年生、３年生にも広めていく、そうした事業の拡大が今回の事業趣旨であります
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けれども、その趣旨を遂行していく上では、さらに安全の部分について徹底もしてまい

り、実施をさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 保育園での英語あそびモデル事業の御質問でありますけ

れども、保育園における英語あそびモデル事業につきましては、外国人講師の方との簡

単な英会話や、遊びの中で英語に触れたり、外国人の方と一緒に保育園で集団生活をす

る中で英語に親しみ興味を持ってもらうことを目的に、平成２５年度から本年度まで取

り組んでいるものでございます。ただ、議員の質問のモデル事業の政策目標ということ

でありますけれども、これは私なりにモデル事業とはということで調べたところ、これ

は内閣府が示しておりましたけれども、予算編成を改革するための施行事例ということ

が言われております。そういう観点で３年間取り組んできました英語あそびモデル事業

は、あくまでも試行的な考え方の中で実施の時期、それから年間の回数、講師の方の選

定、こうしたものをいろいろ変えながら実施をしてきました。平成２５年度につきまし

ては１０月から１月までの４回、各園４回程度、平成２６年度は９月から２月で各園６

カ月で６回、平成２７年度につきましては７月から２月までの８カ月間で各園８回とい

う形で取り組む中で、あくまでも試行的な考えということでモデル事業については取り

組んできたところでございます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） その取り組みは私も承知しておりますが、ですからモデル事業じゃ

なくなって、だからどうなったと、どうするんだという部分をお聞きしたいと思ってお

りましての質問でございます。ここは一番大事なところなんですけれども、目標は達成

されたかどうかというのを、モデル事業に関しては事後評価というものをきちんとやっ

ていくべきだというように言われておりますが、この事後評価の部分についてはどのよ

うにされたのか。また、それは何か評価表で公表されるものかどうかについてもお願い

をします。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 今、事後評価が重要だと、もちろんそういう認識はして

いるところであります。英語あそびモデル事業につきましては、今年度で３年目が終了

するわけですけれども、それぞれ実施後には各保育園の保育士の方のアンケートという

ことで、アンケート方式でありますけれども評価をしているということで、事業の目的

がきちんと達成されているか、そして講師の方と園児の方のコミュニケーションが事業

の中できちんと確立されているか、それから、保育園側からのいろいろな要望に対して

そういう沿った活動ができているかというような評価を行っているところでございます。

今回、３年間取り組む中で、やはり先ほど講師の方、男性、女性ということでいろいろ

試行してきましたけど、やはり保育園の園児にはどちらかというと女性の方が向いてい

るのかなということと、やはり園児の親しみ度、そういうのも異なるということ。そし

て、やっぱり保育園の生活の中で英語あそびをするということでありますので、園児と

一緒に遊んでいただける、そういう講師の方が一番いいのかなというようなことを保育

園側からのアンケートで確認をしているところであります。これらの３年間の取り組み
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を振り返り、園長会で協議をした結果、今後の考え方としまして、実施時期につきまし

ては、園児が保育園での生活になれてきた時期、これは７月からがいいだろうというこ

とと、回数につきましては、８月は母国にどうもお帰りになるということでありますの

で年間７回。そして、園の行事の関係等もありますので、各園とも月１回程度というよ

うな内容でモデルをとりまして、英語あそび事業として確立をしていきたいというふう

な考え方を持っております。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） どうも私の聞き方がまずいなと思っておりますが、要するにモデル

事業のモデルをとったことによって、これからどう変わっていくかの部分をお聞きした

いのでありまして、これは通常の変化もありますから、そうではなくてなぜここでモデ

ルをとったんだと。とることによってどのような変化を期待して、どのような形になっ

ていくのかなということが知りたいので、ただ、これはついていても、ついてなくても

同じようなことでは、これは全然いかんことかなと思っておりますので、その辺のとこ

ろですね。それが例えば県や国の補助金との絡みがあるのかないのか、それはわかりま

せんが、そういうことも含めてとにかくモデルをとったということはどういう変化がさ

れるんだよということについて、もう少し明確にお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） モデルということで３年間は試行的な考え方で取り組ん

できました。モデルをとったということで、大きくは英語あそびについては内容的には

変わっていかないというような認識をしております。３年間やる中で、どの程度の年間

回数とか、講師の方はどういう方がいいとか、そういうことを試行錯誤しながらやって

きたということでありますので、モデルをとったということではありますけど、内容的

には大きく変化はしないという考え方を持っております。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） モデル事業ではなくなったということと、中身の変化はありません

というようなお答えをいただいたのですが、モデルである間はこれは様子見だというふ

うに解釈すればいいのかなと思うのですが。これからいよいよ本格的にやっていきます

よというアピールかなというふうに私は思っておりますが、もう少しせっかく３年間や

ってきたんだから、ここをこうするというきちんとしたものを出してほしかったなとい

うふうに私は思っております。そもそもこの事業は立ち上がりが箕輪町の「ひと味違う

箕輪の子ども育成事業」という中に入っております４つの柱ですよね。英語あそびとそ

れから運動あそびと食育と読育、読書ですね。この４つの柱の中の一つを幸田町が英語

あそびを取り入れたと。モデル事業のモデルは箕輪町にあるというふうに私は初め聞い

ていたわけですが、そのことでまず間違いないかということをお願いします。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 確かに今回の英語あそびモデル事業につきましては、箕

輪町の「ひと味違う箕輪の子ども育成事業」こういう箕輪町の先ほど委員が言われまし

た運動あそび、英語あそび、食育、読育、この４つの事業の中の英語あそび事業を視察

する中で取り組んできたもので間違いありません。 
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○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 箕輪町のこの４つの柱というのは、生まれてから中学校を卒業する

までの長いスパンにおいて、子どもの育成のために４つの柱を立てた、そういうものな

んです。ですから、英語あそびはその中のわずか１つの柱にしかすぎないんですよね。

それを幸田町がここにちょっと取り込んできたわけですが、幸田町としてはそれは、箕

輪町は生まれてから中学校卒業までというんですよ。幸田町は保育園の間と。そこの限

定もかなり違いますよね。そうした中で箕輪町の英語あそびの精神は一体何かというと、

４つの柱がその精神だと思うんですよね。その部分を十分に幸田町は取り入れないで、

その柱の中の１本のしかも柱のその中のまた小さな部分だけを取り入れたという感じに

なるわけですから、なぜこの箕輪町のようにもうちょっと大きな柱としてきちんとした

子育て、子どもの育成の大きな目標値としてこれを入れていかないのかと。もう少しせ

っかくのことですので、やはり箕輪町をさらに学ぶ、箕輪町から学ぶということは必要

じゃないかと思うものですから、こういった取り組みについて今後どうされるのかにつ

いてお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 箕輪町のある一部分だけをとったということでありますけれども、

実は私は箕輪町長とお話をして、この発端は松本短大の先生に私も直接お会いしました。

その中で英語を特化したというのは、体を動かすことについては幸田町は十分にやって

ると。保育士も、園長全員箕輪に行って、体験させて、見て、それで現在行っているわ

けでございまして、単なるある一部分をとっただけでやっているわけではない。体を動

かすことについては幸田町も一生懸命やってきてる。それはそれで動いてるわけであり

ます。 

   もう一つは、ことしから保育園、小学校、中学校、高等学校と、全体を一つにして、

教育長とも相談いたしましてこの６月ぐらいにやる予定でいるわけですけれども、一連

とした教育を保育園、０歳児から全体に見ていくというそういう構想で今立ち上げをや

っております。ですから、単に今回の英語あそびというのは、小学校の１年生につなが

っていく一つの問題でございます。そういうもので取り入れたということで、単にパフ

ォーマンスで入れたわけでも何でもなくて、そういうことを実際に松本短大の先生にも

お話をして、そういう根拠の中に行っているわけでございますから。箕輪へちょこちょ

こ行ってきたからこれでやったんだという、そんな軽いものではないということを承知

していただきたいと。ことしからは大きなスパンで義務教育から高校まで、保育園から

高校まで、そこまでの教育というものを一連としてやってまいりますので、一つこの辺

を御理解いただきたいというふうに思っております。保育園は英語の遊びです。小学校

から英語の教育です。そこの違いがはっきり子どもたちに楽しんでもらえるようなもの

を頭の中に入れていただく、外国人と話してどういう人かと。私も、二、三回その場に

行ってみましたけれども、子どもたちは楽しんでやってくれているなというふうに思っ

ております。ネイティブアメリカンを聞くということから始めたいというふうに思って

おりますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 
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○８番（中根久治君） 英語あそびが保育園でやっている、箕輪町から入れたものだという

ことはわかっておりますし、ただ、それだけじゃないということも私も承知の上の話で

ありまして、今町長がそう言われるような捉え方というのは私はしておりませんので、

やはり箕輪町は箕輪町として、子どもたちが生まれてから中学校までの育ちをきちんと

した柱を持ってやってる、その中の１本だよと、それを持ってきたんだよということを。

だから、幸田町もきちんとした４本の柱を立ててやるべきであろうというふうに私は今

話しているわけですよね。今、言われるように、ことしの予算を見ても、これは農業費

の中からいわゆる体験学習で箕輪との交流をやろうと。これは教育予算ではないですよ

ね。その部分が、だから僕はもっときちんとこれは教育のほうに根づかせて、教育委員

会が予算をとってやるべきことなんだろうなと思っているのですが、予算書を見ると農

業だなと書いてあるのがちょっとおかしな部分かなというふうに私は解釈をしておりま

す。 

○議長（浅井武光君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 農業体験というのは、これは幸田町との災害応援協定に基づいて

行う事業でございます。その町をよく知っていただくということでやる事業です。それ

から、子どもあそびとかそういうものは、教育、予算に今上がっているか上がってない

かよくわかりませんけれども、そういうことではなくて、全体の０歳から高校まで、そ

こまでを連携していくそういう教育といいますか、それを今回立ち上げてやってまいり

ます。だから、今回やった英語あそびについては、箕輪とそれから松本短大の先生とお

話をした中で実施をしているということでございますので、モデルから今回は本当に定

着してやっていこうという流れのものでございますので、ひとつよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根久治君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 町長は、平成２８年度は子育て支援、教育を重点政策として行っ

ていくというような位置づけをされている中で、子ども・子育て支援新制度、これがい

よいよ幸田町で事業といいますか、新制度に乗っかった幼稚園ということがスタートを

するわけであります。この新制度につきましては、既設の幼稚園につきましては、私学

助成のほうが運営としては成り立っていくというようなことから、新制度に移行する園

が余りなかったわけでありますけれども、今回１年が経過した後、新制度に乗っかって

あけぼの第２幼稚園がスタートをするということであります。この新制度に移行をする

ことによって町費負担が１,０００万というような試算をされていたわけでありますけ

れども、ところが、今回の予算ではかなりの金額が新制度に移行することによる町費負

担というのが求められてきたということでありますが、こうした新たな認定こども園や

幼稚園の新制度移行による町の負担増、これについての金額が３億１,３００万余り計

上されております。この金額が見込み違いだったのか、それともどのような経過のもと

でこのようになったのかお尋ねしたいというふうに思います。 

   それと、また認定こども園が、これは２号認定あるいは３号認定の子どもを対象にし
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たこども園でございます。現在、幸田町では、子どもの増加に対応していくためのとり

わけ３歳未満児保育の希望に応えられない状態が続いているわけでありまして、このこ

とによってどれぐらいの待機児の解消につながるのか、その点についてお尋ねしたいと

思います。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 子ども・子育て支援新制度につきましては、ことしの２

７年４月からスタートしたわけでございますけど、今委員からお話のありました、当初

幼稚園型の認定こども園に移行した場合に１,０００万円程度の町の負担がふえるので

はないかと、こういうお話がされたということでありますけれども、この点につきまし

てはまだこの新制度がそのものの内容が十分確立されていない中での、あくまで幸田町

が幼稚園に対しての私学助成が約１,０００万円強支払っていたそれにかわるもの程度

ではないかという、そういうことで話がされていたのかなというふうに思っております。

今回、あけぼの第２幼稚園につきましては、幼稚園型の認定こども園に移行するという

ことであります。これにつきましては、幼稚園型ということですので利用定員２００名

ということでお聞きしておりますけど、そのうち１号認定の子が１６４人ということで、

約８割が１号認定の子どもたちを受け持つ、残りが３歳以上児の２号認定が３０人、そ

して３歳未満児の３号認定の子が６人ということであります。この部分につきましては、

特に３歳以上児または未満児の保護者の方の選択肢がふえるということでありますので、

特に３号認定の３歳未満児、本町においては年度当初において待機児というのは今発生

していないというのが現状でありますけど、希望する園に入るまで待っているいわゆる

空き待ち児童の方、そして年度途中から、特に３歳未満児の方でどこの園も入れないと

いうことで待機児が発生しているという事実がありますので、そういう点におきまして

は一定の待機児の解消を期待しているというところであります。また、新たに進出いた

します幼保連携型認定こども園、こちらにつきましては利用定員１６５人に対しまして

保育の必要性のある３歳以上児の２号認定子どもが１２０人、３歳未満児の３号認定子

どもが３０人ということで、保育園型の保育部分を主体とした認定こども園ということ

であります。先ほど言いましたように、この部分につきましては、当然３歳以上児の受

け皿の拡大、そして、それに対して幸田町の公立保育園の利用定員の縮小も一定程度今

後においては期待がされるのかなというふうに思っておりますし、特に３歳未満児につ

いても３０人の受け皿がありますので、そういう点では待機児解消というのは大いに期

待をするところでございます。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） わしだ保育園を増設をするときには、子どもの推移ですね、誕生

からいわゆる５歳児までの推移を見ながらこの増築をしてきたわけでありますけれども、

新たに認定こども園が新設をすることによる町立保育園への影響というものも、これも

考えていかなければならないわけでありまして、ですから、待機児が発生をしてきて保

育ニーズに応えられない状態がずっと続いていくのか。それとも、認定こども園の新設

だけで新たなものについては、これはもう十分需要と供給のバランスがとれるというよ

うなもとなのか、その辺はやはり町としては初めてのこの取り組みでありますので認定
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こども園が。やはり、そういう状況を見ていかなければならないというふうに思います。

そうした点で、これからそうした計画的な配置ということについても、町として考えて

いかなければならないと思うわけでありますが、そうした考え方のもとにたって、そう

いう推移を調査する考えがあるかないかをお尋ねします。 

   次に、新制度によって幼稚園の負担分が町費負担が１,０００万というのは、私学助

成の分が１,０００万と見込んでいた。ところが、実態はかなりの負担が求められると

いうことから考えると、まだ民間の幼稚園が２つあるわけでありまして、そうした点で

の町費負担というのがどれぐらいなのか、考えていかなければならないのか、こうした

民間の幼稚園が新制度に移行することによって町の負担がどれぐらいふえるのか。これ

はきちんと出すべきではなかろうかというふうに思いますが、１年たって十分出たわけ

であります。そうした点で、毎年どれぐらいの負担増となるのか、あわせて答弁がいた

だきたいと思います。 

   次に、児童館建設準備と児童クラブの併設についてであります。児童館基本構想とい

うものが策定をされまして、そして、それに基づいて準備が進められようとするわけで

あります。新たな児童館には児童クラブを併設をしていくというような考え方で、１番

目となります豊坂地区での設置につきましては、そのような形で進められようとするわ

けでありますが、こうした児童館の建設にかかわっては、あと残り２つにつきまして児

童クラブも併設をする考え方の中で進められるのか、その点についてお聞かせいただき

たいと思います。 

   次に、老人福祉センターのエレベーター設置のことについて伺います。今予算ではエ

レベーターの設置ということで、利用者が安心して利用できるような取り組みを進めら

れるわけであります。これはこれで喜ぶことでありますけれども、しかしながら、あの

老人福祉センターというのは老朽化も著しいことで、バリアフリー化がなかなか進まな

い、ただ単にエレベーターを設置すればこれは解消されるかというと、そうではないわ

けでありまして、エレベーター設置によってちょっと延命化を図るということの取り組

みなのか、エレベーターを設置することによってさらに１０年、２０年、どれぐらいの

延命化を図りながら長寿命化対策を進めていくのかということでありますけれども、こ

の点についてもお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 今回の私立幼稚園からの認定こども園への移行、そして

新たに進出する幼保連携型の認定こども園、こうしたところに町としても一定の負担を

していくわけでございますので、当然待機児を出さない、そういう取り組みにしていき

たいというふうに考えております。もちろん状況を見ながら、認定こども園であります

ので、町の公立保育園とのいろいろな利用調整も行われるということでありますので、

そういう状況を見ながら利用調整も図りながらお願いをしていきたいなというふうに考

えております。 

   次に、私立幼稚園がまだ２園ありますけど、それについての認定こども園への移行と

いうことについては、現時点ではお話は聞いておりませんので、特にそれがどのぐらい

費用がかかるかという試算までちょっとしておりません。 
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   それから、児童館の関係でございます。今回、仮称豊坂児童館ということで建設準備

の予算を上げさせていただいているところでありますけど、仮称豊坂児童館以外の新規

児童館につきましては、現時点では児童クラブ室を児童館内に併設をするという考えは

現時点では持っておりませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 予算書８１ページの老人福祉センター管理事業費の中のエ

レベーター設置等工事請負費の件についての御質問ということでございます。今回、老

人福祉センターのエレベーターの設置を予算化をさせていただいております。この老人

福祉センターのエレベーター化につきましては、１０年ほど前に階段部分に設置してあ

ります椅子の昇降機が壊れたときに御要望がございまして、その当時エレベーターをつ

けれないかということで、一度業者を呼びまして検討させていただいたのですが、なか

なか構造上の問題とそれから機器の関係で、その当時は無理だということでありました

ので、それ以降１０年ほどは利用者の方には御迷惑をかけていたということでございま

す。今回、利用者の方の高齢化も進んでいるということもありまして、再度老人クラブ

等からも御要望があり、再度業者を呼びまして検討した結果、現在ダムウェーターとし

て使っている部分を仮定内になりますが、３人乗りということで少し小型ではあります

が設置できるという一応の方向が出ましたので、予算化をさせていただいて利用者の方

の御不便を解消するという形で、予算化をさせていただいたところでございます。委員

が言われるように、バリアフリーという観点で進めておりまして、予算書のほうはエレ

ベーター設置等というふうに記載をしてございますが、この工事の中には２階のトイレ

の改修と１階の玄関の改修も含まれております。１階の玄関につきましては、今階段２

段がありまして上がるということでありますが、そこにスロープをつけまして、外から

車椅子で支障なく上がれるような対策も含めた今回のエレベーター工事の設置というこ

とでございます。そういう意味では、１階から２階まで車椅子でも上がれるというよう

な形になるわけでございます。 

   長寿命化という点でございますけれども、いつまで施設を使うかということについて

まで今回踏み込んだわけではございませんが、あの施設については耐震化についても耐

えるということで結果が出ておりますので、そういう意味では御利用者の方に理解を得

ながらなるべく長く使っていきたいと、このように思っての改修でございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 認定こども園の新設につきましては、待機児といいますか、３歳

未満児保育の要求に応えるという点では期待をするものでありますが、同時に、やはり

町立保育所との保育内容に格差があってはならないというようなことで、先ほど町長も

言われました、保育園での保育もいいものだというようなことを言われたわけでありま

すけれども、やはり幸田町の町立保育所の保育の内容というのはすばらしいというふう

に思いますので、そうした保育内容と変わることのないような対応ということで、認定

こども園にもそのような対応をしていただきたいというふうに期待をするわけでありま

す。新聞報道でもありましたけれども、保育園に１,０００人落ちましたというような
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ことで非常に大きな問題にもなっているわけであります。こうしたことのないように、

やはり子育て支援ということは十分力を入れていっていただきたいというふうに思いま

す。 

   次に、老人福祉センターはいつまで使うか考えていないということであります。確か

にエレベーター設置が、利用者の利便性あるいは使いやすさに応えていくという点では

評価をするものでありますけれども、しかしながら、今の老人福祉センターというもの

がかなり老朽化が進んでいて、今の利用実態にも即していないということもあるわけで

ありますし、また同時に高齢者人口もふえてきて、そうした対応もしていかなければな

らないという点では、やはり先の見通しも立てながら、なおかつ今の施設も大事に使っ

ていくというような対応もしていくべきではないのかなというふうに思います。 

   次に、ハッピネス・ヒル・幸田の２０周年記念事業についてお伺いをするわけであり

ますけれども、どのような事業を考えておられるのかお尋ねします。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 認定こども園の関係でありますけれども、当然幸田町の

子どもの多くが通う認定こども園ということになりますので、また町も多額の負担もす

るということでありますので、当然現在の公立保育園との格差がないようにいろいろな

調整というか協議を進めていきながら、事業者の方とは十分な協議を進めていきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 老人福祉センターの長寿命化という御質問でございます。

今回の工事につきましては、そこまで踏み込んで考えていないわけですけれども、議員

が御指摘のとおり老朽化も進んでいるということでございます。町全体の公共施設の長

寿命化計画の中でこの問題については検討させていただきたいと、このように思ってお

ります。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） ハッピネス・ヒル・幸田２０周年事業についてでありますけれ

ども、町民会館が平成８年８月、図書館が平成８年１月に開館をいたしまして、平成２

８年度でちょうど２０周年の年ということでございます。具体的に今考えておりますの

は、町民会館のほうの事業、指定管理者が行います実施事業の一部この負担をするとい

うことで、ミュージカルの事業についての一部負担を考えています。それから、図書館

の実施事業につきましても、絵本作家の講演会、こうした催しに対しての一部補助。そ

れから、全体的になるわけですけれども、これまでの経過を歩んできたパネル展など、

こうした催しに対しての負担を町民会館のほうの運営事業について８０万円、図書館の

管理運営事業について２０万円、合わせまして１００万円の負担をしてまいりたいとい

う内容を考えているところであります。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   ここで、途中ではありますけれども、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時５５分 

─────────────── 
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                             再開 午前１０時０５分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、１５番、水野千代子君の質疑を許します。 

   １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） この４月より住民が２４時間３６５日、いつでも、どこにいても、

税金などがコンビニから納付できますコンビニ納付事業が始まります。当初予算の中に

この事業の経費が見当たりませんが、どこに幾ら計上されているかお聞きをいたします。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） コンビニ納税につきましては、４月１日より開始予定とさせて

いただいております。予算につきましては、予算書の７０ページから７１ページにあり

ます１５款総務費、１５項町税費、１５目賦課徴収費の町税賦課徴収事業７,４０８万

８,０００円の中の役務費１,０５７万２,０００円に含まれております。コンビニ収納

の予算といたしましては、基本手数料６万５,０００円と収納手数料９０万７,０００円

の合計額９７万２,０００円でございます。新規事業であり、本来なら予算書の予算説

明欄に記載すべきでありましたが、説明欄には金額の多いものを記載し、新規開始のコ

ンビニ納税について掲載せず申しわけございませんでした。今後は、金額の多いものだ

けではなく、目玉事業である新規事業は掲載させていただきたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 役務費の中の１,０５７万の中に入っているということで、あと

手数料等も今６万５,０００円と言われましたかね、予定していると。そのほか、９０

万を合わせて９６万５,０００円ということですか。初めに謝りのほうから答弁を言わ

れてしまったので、次に質問をしようかなというふうに思っているところを先に謝られ

ましたが、しかし、この９６万というのは新規事業の中でもそんなに少ないほうではな

いというふうに思います。ほかのほうでありますように、新規事業で５０万円、後から

言いますが新規事業できちんとしてあるところもあります。コンビニ納付というのは、

本当に住民のほとんどの方々がかかわってくる私は事業だというふうに思っております

ので、この辺のことにつきましては丁寧にお願いをしたいというふうに思います。 

   それから、今１件当たり６０円と言われましたかね、ちょっと聞き取れませんでした

ので、１件当たりの手数料と、あとどのぐらいの件数、１年間の件数を予定しているか

ということを再度お聞きをいたします。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） まず、今回新規事業でありながら載せなかったということで先

ほどもおわび申し上げましたが、これまで準備をしてきた事業であり、こちらとしまし

てももちろん新規なわけではございますが、継続して行ってきたという部分もあったも

のですから今回載せ忘れてしまったということで、大変申しわけございませんでした。 

   それから、金額のほうをもう一度言わせていただきますと、コンビニ収納の予算とい

たしましては、基本手数料というのは年間で６万５,０００円。それと収納手数料、こ

れは１件当たりになってくるものですけれども、こちらのほうがトータルで９０万７,
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０００円、合わせまして合計額で９７万２,０００円となっております。それから、今

お尋ねの１件当たりの手数料ということでございますが、１件当たりの収納手数料は６

０円４８銭を見込んでおります。件数につきましては、ほかの自治体の導入事例を参考

に見積もりまして、自主納付者の２５％ぐらいの方、それと分納で納税される方の８

０％ぐらいの方がコンビニ納税を使われるということで見込みまして、合計１万５,０

００件を見込んでおります。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） １万５,０００件を見込んでいるということでございます。徴収

する税の種類とどこのコンビニでも取り扱い可能なのかということ、また住民への丁寧

な周知はどうするかということをお聞きをするわけでございますが、これも３月の広報

で出ておりました。これは私が質疑を通告するときにはこれを見ておりませんでしたの

で、その後３月の広報に周知、またコンビニの件数、それから何の税なのかということ

の対象も出ておりました。でも、しかし、４月の広報でも私は間に合ったのではないか

なということを一つ思うわけでございます。住民への周知がより早いということは、や

はりこれはよいことというのはわかるわけでありますが、この辺についても再度お聞き

をいたしたいというふうに思います。それから、予算が確定されていなくても事業は決

定しているからという判断で３月広報に掲載したと理解しているわけでございますが、

本当にそれでよかったのかということを再度お聞きをいたしたいと思います。 

   それから、４月以降での一番早い徴収税は何で、納付期限はいつごろなのかというこ

とをお聞かせください。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） まず、初めに、徴収税の種類ということでございますが、今回

の徴収税の種類といたしましては、個人町県民税、こちらの普通徴収分、それから固定

資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税でございます。 

   それから、コンビニの取り扱いということでありまして、全国の主要なコンビニにな

りますが２３社にて取り扱いができるようになるということで、２４時間対応というこ

とになってくるということでございます。 

   あと、住民への周知ということにつきましては、今議員が言われましたように、広報

こうた３月号に掲載、それから町のホームページにつきましても３月より掲載をさせて

いただいているということでございます。それと、各税目の平成２８年度の当初納付書

を送付する際に、コンビニ納付が可能となった旨の案内通知を同封しまして、丁寧な周

知に努めてまいりたいと考えております。 

   それから、予算がまだ可決をされていない段階での広報の掲載ということでございま

すが、本来であれば当然その予算の可決後に周知を図るべきところではあると思ってお

りますが、こちらにつきましては以前より御説明させていただいているとおりこの４月

からの利用開始を予定しており、住民への事前周知を行う必要があるため、予算可決前

に広報に掲載をさせていただいたというものでございます。それから、今回のコンビニ

納税の関係で、一番最初に来る納期ということでございますが、一番最初のものにつき

ましては、固定資産税の１期分ということで納期は５月２日を予定しております。こち
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らのほうは、送付のほうにつきましては４月の中旬に送付ということですので、４月の

中旬以降に納付されるというものになります。また、コンビニ収納による最初の納税に

つきましては、４月１日以降に発行する分納だとか、滞納等の納付書ですね、こちらか

ら利用できるということで実際には４月１日から利用されるということになるというも

のでございまして、３月の広報で広報させていただいたということでございます。お願

いいたします。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 住民への早い周知だということは理解をするわけでございますが、

やはり予算が伴ってくるものでございますので、私はこの辺はもう少し丁寧な議会への

説明があってもよかったのではないかなということを再度申し上げておきます。 

   次に、企画一般事業、島原市友好交流事業４２０万についてお伺いをいたします。幸

田町と島原市との友好交流ということで、昨年の１０月に島原市長また議会、市民の皆

様１００名が幸田町に来町をされました。平成２８年度は幸田町から出向く旨は聞いて

おりますが、４２０万円の予算が計上されております。交流の時期はいつごろ予定して

いるのか、住民への募集や人数の考え方、住民の助成額などについて詳細をお聞かせを

いただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） コンビニ納税につきましては、一昨年の１１月の総務委員協議

会、こういったところでも説明のほうはこれまでもさせていただいてきたわけはござい

ますが、今回の当初予算につきまして新規事業として説明不足であったということは反

省をいたしておりますので、これからは気をつけたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） 島原との友好交流事業でございます。まず、交流の時期でござ

いますけれども、昨年訪問をしていただきました１０月の下旬から１１月上旬と同時期

を予定をしております。あと、町民への募集や人数の考え方でございます。昨年の交流

会と同様に一般参加者を広報にて募集をしまして、また各種団体からの参加者と合わせ

て１００名程度を予定をさせていただいております。あと、町民の方への負担でありま

すけれども、昨年の島原市の精算額をお聞きしましたところ、旅費が１人当たり７万４,

０００円でありました。島原につきましては、そのうち補助金として２万８,０００円

でありましたので、実質島原の参加者の負担金は、１人当たり４万６,０００円という

ことになっております。今回開催されます町からの旅費等につきましても、旅費の内容

について左右されるというふうには思いますけれども、先ほど答弁させていただいた金

額の同程度を想定をしているという内容でございます。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 時期は昨年と同じ１０月の下旬から１１月の上旬、募集人員また

広報等も今言われた広報等また全体で１００名ぐらいを予定しているということで、住

民への助成額でございますが、島原市が２万８,０００円だったので幸田町も同じぐら

いということでございます。これは、この４２０万円の中に入っている、またそれ以外
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にも４２０万円の予算の中でほかのことが予定されているのであれば、お聞かせを願い

たいというふうに思います。 

○議長（浅井武光君） 企画部長。 

○企画部長（大竹広行君） この４２０万円の中に参加者の旅費の補助という形で算定をし

ております。あと、その他、記念品とかお土産等をこの中に計上をさせていただいてお

ります。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 次に、臨時福祉給付金事業についてお伺いをいたします。４,５

００万でございます。平成２７年度の補正予算では、２７年度の住民税が非課税の６５

歳以上の人を対象に１人３万円ということで、３,０００人を予定しているということ

で先日答弁をいただきました。今回の当初予算４,５００万円での対象者数と対象要件

をお聞かせを願いたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 臨時福祉給付金の御質問でございます。今年度につきまし

ては４,５００万円を予算計上し、全体の事務費を含めますと５,４７４万３,０００円

ということでございますが、４,５００万円の内訳は、今回平成２８年度で給付いたし

ます臨時福祉給付金については２種類の給付金がございます。一つは、２７年度当初で

すね、補正ではなくて当初に交付させていただいた条件と同じで、低所得者の方々を対

象としたもので、これは非課税ということですけれども対象とした方で、お一人３,０

００円の交付と予定しております。これは５,０００人ということで１,５００万計上さ

せていただいております。もう一種類につきましては、その対象者の中で障害・遺族年

金を受給されている方、この方についてはお一人３万円ということで、５,０００人の

中の１,０００人を予定していると、こういう形で３,０００万、合わせて４,５００万

ということでございます。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 今回４,５００万、その中で簡素な給付金が約５,０００人いて、

その人たちは１人３,０００円ということでお聞きをいたしました。それから、その中

で障害者だとか遺族年金をもらっている人、この人たちの１,０００人が１人３万円と

いうことでよろしいでしょうか。わかりました、人数と種類、対象者数と対象要件もわ

かりました。 

   それでは、周知方法と周知時期それと申請方法をお聞かせをください。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） ２８年度分の臨時福祉給付金につきましてでございますけ

れども、非課税ということで所得の関係の確認がございますので、これにつきましては

９月以降に所得が確定して、こちらのほうが対象者を確認した後、９月以降に対象者に

発送の予定でございます。給付開始は１０月ごろからを予定しているというのが現在の

予定でございます。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 申請方法をお聞かせを願いたいと思います。それから、今回は補
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正のほうはなるべく早い時期にということで６月ぐらいまでということをお聞きをして

いるわけでございますが、新年度のほうの予算は９月以降から通知をして、１０月には

予定をしたいということでございます。その中で、今回初めて申請される方もあるとい

うふうに思いますので、初めての対象者はどのぐらいあると試算をしているのか。また、

申請主義でございますので、申請漏れがないように対象者に配慮をしていただきたいと

思います。それから、給付金であるということで、住民が詐欺にあわないように配慮も

していただきたいというふうに思うわけでございますが、ここら辺についてお伺いをい

たします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 失礼いたしました。申請の方法でございますが、先ほど確

認をして通知を差し上げる際に中に申請書を同封いたしまして、それに記載をして町の

ほうに出していただくという形で申請を受け付けるという形になります。ですから、最

初から所得要件等につきましては、町のほうで確認をした方に御送付させていただくと

いうことでございます。 

   それから、２７年度の補正分の２８年度交付につきましては、５月には通知を出して

６月には支給をしたいという形。これにつきましては年金受給者の関係もございますの

で、この辺のシステムの関係で国との連絡もございまして、５月ごろの通知になるので

はないかというふうに考えております。 

   新規の対象者でございますが、これは所得を一度調べてみないとわかりませんので、

新規がどの程度見えるかということについてはちょっと把握をしておりません。対象者

については、年齢は簡易のところについては関係ございませんので、どの程度ふえるか

については実際に事務を進めてみないとわからないというところで、申しわけないとい

うことで。 

   それから、申請漏れがないようにということですが、まず対象でないにかかわらず一

般の方への周知として、広報とホームページ等で周知を差し上げる予定でございますけ

れども、先ほど申しましたように対象者につきましてはこちらで所得調査をした後でご

ざいますので、封書による個人通知が本来の通知ということになるかと思います。その

点では対象者については漏れがないということでございますが、申請を出さない方も現

実に、今回それから２６年度につきましても１０％程度ございます。これは、御本人が

拒否する場合も、要らないという方もお見えになりますし、いろいろな条件で実施に対

象から外れるという方もお見えになりますし、死亡の方もお見えになりますので、なる

べく漏れのないような形で再度通知を出す予定ではございます。詐欺の問題につきまし

ても、御本人通知でありますのでよろしいかとは思いますが、その辺の通知については

十分注意をして、詐欺行為のないような形で配慮をしたいと、このように思っておりま

す。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 対象者でありながら申請を忘れたために給付が受けれなかったと

いう方があるというふうに思いますので、やはり再度の通知をしていただけると、これ

は優しい配慮かなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いをいたします。 
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   次に、認定こども園等の支援事業についてお伺いをいたしたいと思います。待機児童

につきましては、先ほど答弁をされておられました幼保連携型の認定こども園、また幼

稚園型の認定こども園ということで、その中で３歳以上児また未満児も受け入れの幅が

大きくなるので、門が広くなるので待機児童はないかなということでございます。本当

に初めての民間事業でございますので、町の保護者の人たちはとても喜んでおりますし、

またニーズに応えられるように、やはり指導また取り組みを見ていっていただきたいと

いうふうに思っております。この新設のほうですが、新設の認定こども園の周辺は今後

交通量の増が見込まれるところでございます。子どもたちへの交通安全対策と地域住民

への十分な説明を行っていただきたいというふうに思うわけでありますが、その辺につ

いてお伺いをいたします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 詐欺の関係については十分配慮し、あわせて漏れのないよ

うな形で再度通知のほうは差し上げたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 認定こども園の関係につきましては、保護者の方たちの

ニーズに応えられるように、よく事業者の方と協議また連絡調整を図ってまいりたいと

いうふうに思っております。 

   また、建設中の交通安全ということであります。新しくできる特に新設の認定こども

園の近くに大型スーパーも完成するということで、交通渋滞等が今後予想されるわけで

ございますけれども、今現在新規の認定こども園については開発行為の許可待ちという

状況でございますが、今後開発行為の許可がおりた後に地域の方たちに建物の工事概要

を説明する時期とあわせまして、工事車両の出入り箇所、または一日の工事車両の見込

み量等を説明しながら、交通安全対策の要望を受けながら協議、対応をしていく予定で

あるというふうに事業者から聞いておりますので、よろしくお願いいたします。 

   また、開園後の対策ということでこちらもお聞きしているわけでありますけれども、

一応２９年４月開所予定ということで、開所後は園児の送迎も行うということで送迎バ

スの運行も計画されております。また、特に延長保育等を希望の方につきましては、自

家用車における送迎も見込まれているということでありますので、ただし、いきなり定

員に達するのではなくて、やはりまずは小さい子どもさんから、そこから３歳児を中心

に初年度はということも聞いておりますので、それとあわせまして送迎の出入り口それ

ぞれ１カ所ずつとしまして、敷地内及び南側町道への一方通行をする中で、特に県道へ

の渋滞の流れをスムーズにしたいと、こんなことを計画されているようでございますし、

この辺につきましても地域の方々への説明と要望を受けながら対応をしていくというこ

とを確認しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 子どもの安全対策をぜひともよろしくお願いしたいというふうに

思います。 

   次に、健康の町推進事業、健康マイレージ事業５０万円についてお伺いをいたします。
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住民が生活習慣病の予防や健康寿命を延ばすための健康づくりに取り組んだ人に優待カ

ードを差し上げ、その取り組みに参加するごとにポイントをもらい、そのポイントで景

品などがもらえる事業が始まります。私はこの対象の年齢を基本的な生活習慣ができる、

定着できる小学生からを提案してまいりましたが、どのように進められるかお聞かせを

願いたいというふうに思います。参加対象年齢と参加人数の目標はあるか、お伺いをい

たします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 健康マイレージの御質問でございます。委員の御提案もご

ざいまして、早速２８年度から取り組まさせていただいた事業でございますけれども、

対象につきましては、現在のところ２０歳以上の幸田町在住の方を対象としてというこ

とで考えさせていただいております。一応目標というわけではございませんけれども、

ＭｙＣａカードの交付枚数として５００枚を予算化させていただいておりまして、あと

抽せん会のほうも実施させていただく予定で、参加人数３００人という形を一つの目安

として予算を組ませていただいたというところでございます。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） この参加対象でございますが、町の在住で２０歳以上ということ

で、やはり私が先ほど言いましたように、子どもの肥満ということも言われているとき

でございますので、やはり私は家族全員で楽しく参加できるような、そういうものを進

めていっていただきたいというふうに思っております。ＭｙＣａは５００枚を予定して

いるということでございます。これは本当に家族で取り組んで、また健康づくりを動機

づけるための支援をしていただきたいという思いで対象者を下げていただきたいとお願

いをするわけでございますが、ポイントをためて使えるサービスを受けられる協力店は

どのように進められていくのか。また、町の特産物などが当たる抽せん会を今予定して

るということでお聞きをいたしました。３００人ということでございますので、どうい

う形で進められていくかをお聞きをいたします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 小さい子どもさんから健康についての参加をいただくとい

う制度ではどうかという御提案でございます。この件につきましては、実は本町といた

しましては、住民健診ですとか人間ドック、がん検診等々の受診率の向上を図るという

のも一つの大きな目的として取り組ませていただいております。そういう関係で２０歳

以上という形で一応年齢制限をさせていただいております。また、もう一つは、先ほど

言いましたように、住民健診等々の関係もございます。医療機関との関係もそのポイン

トをとれるものでございますけれども、その関係で岡崎市も２０歳以上でやっていると

いうことでございますので、それと合わさせていただいたということも一つございます。

ただ、この年齢につきましては、他の市町の実施状況を見ますと、やはり２０歳以下と

いうところも結構ございますので、これにつきましては一度２８年度に実施をしながら

状況を見て、今後の事業としての展開はそういう年齢の引き下げも含めて検討の課題と

して進めさせていただきたいと思っております。 

   それから、協力店、抽せんの内容等でございますけれども、協力店につきましては、
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これは県の事業でございますので、基本的には県が許可でしたか、指定するという事業

所になりますので、県下の事業所６５０店が現在登録されているようでございますが、

そこで使えるということでございます。ただ、町内にある協力店につきましては、具体

的なお名前を出しますと、ピアゴの幸田店とそれから天の丸の２事業所だけでございま

すので、そういう意味ではやはり町内での協力事業所もふやしていくというのが、この

効果を高めるための一つの大きな要因だと思っております。これにつきましては、担当

課のほうとしても、町内の事業所に当たってみたり商工会等を通じて、そういうふうな

形で協力店をふやすように努力を現在しているところでございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

   あと、抽せん会でございますけれども、一応、１年間の取り組みの中での結果として

の抽せん会でございますので、２月ごろ予定をしたいと思っております。ただ、この抽

せん会だけではなかなか効果も出ないと思っておりますので、健康講座等々をあわせて、

また人がたくさん集まるような機会を通じてこのような抽せん会をあわせていきたいと。

何を景品とするかにつきましてはまだちょっと現在検討に入っておりません、これから

進めたいと思いますが、一応予算上につきましては、健康マイレージ事業の景品として

は３７万ほど予算を立てさせていただいているところでございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 対象年齢は、今部長が言われました医療機関また岡崎市とあわせ

てということでございますが、ここまであわせなくても、やはり本町だけでやれること

はやっていくということも私は大切ではないかなというふうに思いますので、２８年度

に一応取り組んでいただいて、その中でやはり子どもたちと一緒に家族で参加というこ

とも考えていっていただきたいというふうに思います。 

   それから、協力店でありますが、県が指定しているところは２カ所でございます。こ

れではちょっとやる気もうせるというか、やっぱり効果がないのかなというふうに思い

ますので、ぜひとも担当また商工会等も呼びかけていただいて、協力店を募っていただ

きたいと、それが幸田町の住民の健康福祉につながるのではないかなというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

   次に、住宅管理一般事業、空き家対策として、今回、空き家実態調査業務委託料５０

０万円が計上されております。委託する詳細な内容をお聞きしたいわけでございますが、

きのう答弁もされておりました。漏れていたらまたお聞かせ願いたいというふうに思い

ますが、建物の外観など空き家の実態を調査して、地図に落としデータベース化してい

くと。所有者にもアンケート調査をするということでございました。ほかにあればお聞

かせを願いたいと思います。 

   それから、現在推測される件数は約５００戸あるということで、今回この実態調査を

する中で、ふえてくる可能性というのはあるかどうかということもお聞かせを願いたい

と思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） マイレージのほうの対象につきましては、事業を進める中
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で検討させていただきたいと、このように思っております。また、参加店をふやすとい

うのは当然でございますが、県内の６５０店につきましては幸田町の対象者の方でも使

える店でございますので、岡崎ですとか蒲郡の近隣のところでも使っていただくという

ことで、この辺のメリットというのですか、お楽しみをふやしていただけるかと、この

ように思っております。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 空き家関係の実態調査委託料ということで予算計上をさせてい

ただいております。これにつきましては、国の社会資本整備総合交付金を２分の１補助

ということで取り組むということを紹介させていただきたいと思います。それと、今５

００件ということで、これは住宅土地統計の中での推計値ということでございますので、

これを上回るか下回るかというのは実際に調査してみないとわからないですけれども、

今現在、ちょうど昨日答弁させていただいたように、地元のほうから御報告いただいて

いる１４１件、それから実態調査をして５００件近くになってくるのではないかなと思

いますが、これはふえるか減るか、この辺はやってみないとわからないというような状

況でございます。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 本当に今回初めて実態調査をするわけでございますので、正確な

数字を出されるのかなというふうに期待をしたいというふうに思っております。 

   それから、平成２７年の５月に空き家対策推進特別措置法が施行されて、自治体の権

限が拡大をされております。この調査結果のこともあるかもしれませんが、今現在空き

家等に関する相談、苦情等というのがあるかどうかということをお聞かせください。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） この法律を受けて、実際に以前の一般質問の中でも御質問して

いただいたように、役場のほうの窓口をしっかり設置すべきだということで、昨年の６

月に庁舎内に関係９課での空き家等対策推進体制を整えまして、都市計画課に空き家総

合窓口という形での設置をして、苦情等も含めて情報をいただくということで事務分掌

のほうにもそのように掲載させていただいて、都市計画のほうが窓口という形での位置

づけをさせていただきました。また、１２月には区長様方たちにいろいろと説明をさせ

ていただきながら、広報にも載せながら行いまして、今現在１４１件ということでの空

き家の部分は把握しておりますけれども、あわせて今御質問にありました相談とか苦情

などはどうかということでございますけれども、今うちのほうで把握している件数とし

ては８件ほどで、相談が１件の苦情というか情報を７件いただいております。少し具体

的に申し上げますと、例えば空き地の関係では草木が繁茂していると。また、燃えやす

いものを片づけてほしいとか、空き家の生垣が道路へ越境しているとか、木の枝が大き

く道路へ茂ってる、またトタンがはがれて飛んできたとか、また実際にこれは感覚的な

話ですけれども、見た目が不気味で何とかしてほしいとか、また看板などが落ちそうで

危険だというようなこと。また、相談では、１件は空き家かどうか調べてほしいという

情報をいただいているということで、合計８件ほどのこういった窓口での対応はあった

ということでございます。先ほどの１４１件を含めて情報はいただいておりますので、
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その都度役場の中でわかる範囲での調査をしながら、持ち主への周知、お願い、こうい

ったものは随時行ってございます。 

   以上です。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 今後、詳しいことは調査をされた後にわかってくるかというふう

には思うわけでございますが、調査後には特定空き家等の判断となるガイドラインと協

議会の設置等は考えていかれるか、お考えをお聞かせください。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 特定空き家等に対する措置に関して、その適切な実施を図るた

めの必要な指針、これがガイドラインという形で国から示されているということで、町

はこのガイドラインに従ってまた調査などを行いながらということで進めていきたいと

思っておりますが、このガイドライン自体も独自のガイドラインをつくられているとこ

ろもございますので、その辺は内容を見ながら幸田町に合わせて適応していきたいなと

いうふうに思っております。 

   また、御質問の市町村は空き家等対策の作成及び変更及び実施に関する協議を行うた

めの協議会を組織することができるという規定になっております。そういう面では、今

の実態調査を踏まえながら今後の特定空き家の発生の状況、こういったものを見ながら

こういった協議会の組織を視野にしていきたいなということでございます。なお、今実

態調査をすることで、空き家等対策計画というものをまた計画を練っていく必要もござ

います。社会資本整備総合交付金で実態調査を行いますので、その連携としましては調

査後には今度は対策計画というものも、これは来年度の予算には計上されませんので次

年度以降という形になると思いますけれども、そういった対策計画の策定も視野に入れ

ているということでございます。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野君。 

○15番（水野千代子君） 今回、こういう形で実態調査をされる中で徐々に進められていく

のかなというふうに思います。しかし、先ほど苦情また相談等があったとおりに、やは

り空き家の近隣の住民は本当に不安な日を暮らしているということでございますので、

ここら辺については相談された草木が燃えやすいだとか、また道のほうへ木や枝が伸び

ているだとか、そういうことでこちら側でできることは、やはり所有者に許可をいただ

いて解決していっていただきたいというふうに思います。 

   それから、まだまだ生活できる空き家を利活用する空き家バンクがございます。その

創設の提案も今年度ですかね、一般質問で提案をさせていただきました。前向きに取り

組むということでございましたが、今回の実態調査の後に進められていかれるかどうか

ということをお聞かせください。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 昨年の６月の一般質問で御質問いただきまして、前向きに検討

するということで議会だよりにも掲載していただきました。その部分で幸田町としまし

ても検討していくわけですけれども、空き家としての利活用の需要と供給の関係にござ

います。これは、山間部との違いもございますので、幸田町に合ったそういった利活用
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の部分。また、空き店舗の関係とかそういった面も含めた検討をしていく必要があるか

なということで、空き家バンクについては前向きに今検討している状況でございます。

なお、先ほどの質問にお答えさせていただいたように、実態調査を行っていくというこ

とで、実態調査を行っていく中でも意向把握をしていくと。その建物の所有者の意向把

握、今後の対応、そういったものの中で例えば空き家バンクなどの登録に御協力いただ

けるかどうか。こういったこともアンケート意向調査の中に組み込みながら、その後に

反応を見た上で対応していきたいということで、来年度の業務の中に、アンケートの中

にもそういった空き家バンクを意識した部分で調査をしていきたいなと思っております

ので、よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） １５番、水野千代子君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 質疑に入ります前に、町長及び説明答弁者に申し上げますが、あな

た方が十分に説明責任を果たしていないからこそいろいろな問題点が指摘をされて、問

われてくる。特に町長ね、あなた、説明責任といっても、あなたが議案説明会には出て

おりません。しかし、質疑通告の内容はあなたにもいっている。そうしたときに、質問

者が質疑をしたら、カリカリカリカリして答弁をする。あなたの人間性と度量が問われ

てくるという点からいけば、説明責任は極めて不十分な中でよく聞いていただきました

と、ありがとうございますと、そのぐらいの対応、度量があってしかるべきだというこ

とを申し上げて、質疑に入ってまいります。 

   施政方針の中で、「更なる子育て環境の充実したまち」こういうことをうたわれてお

ります。それの具体的な内容は何ですか。内容を読みましても浮かんでこない。そうい

う点で、まずこの点について、「更なる」ですよ、「子育て環境の充実したまち」とは

具体的には何を指すのか。そして、それぞれの子育てにかかわる部署がどういう取り組

みをしているのか、説明、答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） まず、２８年度予算におきましては、子どもが健やかに

育つための環境整備、また仕事と子育ての両立を支援する環境整備などのため、保育事

業、待機児対策として新たに進出が計画されています幼保連携型認定こども園への施設

整備助成として２億３,２００万ほど、また放課後児童対策の充実ということで、豊坂

第２児童クラブの開設、深溝第２児童クラブの開設準備として４,６００万円ほど、さ

らに子どもの居場所づくりとして新規児童館建設準備のための用地購入、実施設計等で

４,３９８万円ということで新たに計上し、子育て環境の充実を図っていくところでご

ざいます。特に認定こども園の助成、児童館の建設など今までにない取り組みを進める

中で安心して産み、育てることができるまちづくり、子どもが伸び伸びと育つまちづく

りとして、子育て環境の充実を図っていくものでありますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） 私どもの「更なる子育て環境の充実したまちの実現にむけて」
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ということで、主要事業といたしましては、学校教育の関連事業、就学援助あるいは奨

学金制度、それから小中学校の施設整備事業、これらにおきましてさらなる環境の整備

等を図ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 待機児対策というような形で、認定こども園というような形を言わ

れるわけですが、先ほど来の答弁であなた方の認識の中で、待機児と空き待ち待機とい

うのを使い分けをされておられるわけですよね。これは行政側としては、それはわから

ないでもない。しかし、保護者にすれば、待機児であろうと空き待ち待機であろうと、

それは行政側が勝手に線を引いたものだと。住民の側とすれば、我が子が待機している

と。先ほどちょっとありましたけれども、保育園を落ちたといって１,０００人の方が

出された。そうしたときに政府が慌てて、それではまずいではないかといって今対策を

あれこれ考えておられる。そうした点でいくと、今は幸田町は待機児ゼロだとあなたは

言われる。しかし、空き待ち待機はありますよと。空き待ち待機の対応の関係で認定こ

ども園との対応も含めていけば、空き待ち待機を含めて待機児は解消されますよと、こ

ういう認識であります。私は、やっぱりそういう認識は住民の感覚からいってずれてい

ると。行政側の尺度としてそういうのを捉える形にしても、我が町は待機児ゼロですよ

と、こういう言い方をすると議員の側が、ああ、そうかといって間違えて捉えて、我が

町は待機児ゼロだという人もいたわけだ。だけど、実態としては線を引いただけで、待

機児は依然として深刻な状況と。 

   こういう問題が一つあるということを提起して、次に移りますが、そうした中で子育

て支援の政府の対応の関係を一つ挙げますと、いわゆる保育料の多子減免。多子減免は

第３子まで、あるいはそれ以降までという形でその対象を広げる。つまり、多子減免の

内容のウィングを広げた。それに対して、子育て環境のさらなる充実の中には入ってお

りません。入っていることは、あなた方がわあっと言って一生懸命町長はこんなすばら

しい、そんなことは言わへんよな、言うことはそれはそれで結構だと。けれども、ここ

に盛り込まれているものが全てかといったら、そうではない。それは全てなんか書ける

わけがないわけだ。だから、私はそうした点からいけば、この中で今政府が真剣に取り

組んでいる多子減免についてはどう事業の展開をされるのかと、こういう説明、答弁を

いただきたい。今後も含めてですよ。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） まず、待機児の関係につきましては、年度当初では発生

していないということでありますけれども、年度途中からは現に発生しているのが事実

であります。その辺についてはさらなる充実を図る中で、そういう待機児を出さない取

り組みを進めていくということを、認定こども園の中では期待をしていきたいというこ

とと、今お話がありました保育料の多子減免の拡充というお話でございます。こちらに

ついては、現在当初予算には計上はしていないわけでありますけれども、現在国におい

て今お話があったように、２８年度から幼児教育の無償化の取り組みとして一定の所得

の基準があります。年収３６０万円相当世帯ということでございます。また、年収３６

０万円未満相当のひとり親世帯については、これまでの負担軽減を拡大するということ
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で、幼稚園、保育所等へ入所している子どもの第２子については半額、第３子以降につ

いては無償化とするという、特例という形での導入を今計画をされております。具体的

に申しますと、現行の幼稚園に入所の場合は、小学校３年生以下の子どもの人数カウン

トで第１子は満額、第２子が半額となっている保育料が、３６０万円未満の世帯の方に

ついては第１子の方が半額、第２子以降については無償となるという内容であります。

また、保育園に入所の場合は、就学前児童いわゆる保育園等への同時入所という中で、

第１子は満額、第２子は半額、第３子以降が無償というふうになっているものが、上の

子が小学校に上がると２番目の子は第１子というカウントになるわけでございますけど、

その年齢制限が撤廃され下の子が引き続き第２子ということで半額、第３子以降につい

ては無償化と、そういう今計画で進められているところであります。国の制度の詳細が

まだ具体的に示されていない、今の基準等は示されておりますけど、そういうことから

当初予算には計上をしてこなかったということでありますけど、保育料の改訂が８月、

ここに合わせて国のほうも進めてくるのかなというふうに考えておりますけれども、こ

のとおり進めば一定、全てではありませんけれども、さっき言った３６０万円世帯の方

の負担軽減は図れる、そのかわり町の負担は当然ふえるということになりますので、こ

の辺についてそういう今形で準備を進めていきたいと考えております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ３６０万円以下世帯ということをあなたは言われたのですが、幸田

町はそういう線は引いていないですよね。所得制限はしていない、県もそうだ。第２子

は半額、第３子以降は無料という点でいけば、所得制限で線を引くのではなくて子ども

の人数、いわゆる人口増を含めた多子減免は福祉の最たるものと。子どもをたくさんつ

くってくれよと、人口減に歯どめをかけてくれよという政策の中で、所得制限は線を引

いてないわけだ。そうした中で、あなたが言われた形の中で線を引くということになる

と、さらなる私はおかしな形になってくるだろうと。幸田町が今までやってきた政策を

さらに豊かにしていくのか、貧困をさらに進めていくかという点でいけば逆行するとい

う点からいくならば、私は幸田町は保育料の多子減免については所得制限なしと。同時

入所の特例も撤廃をするであろうと。撤廃したときにはどういう形で進めるかという点

でいったときに、じゃあ、３６０万で線を引きましょうかという新たな障害を持ち込む

ような対応はすべきではない。国のほうが、保育料の８月の改訂前には恐らく一定の考

え方を出すであろうと。そうすると、国のほうも支援をしてくるわけですよ。自分たち

はこういうふうだよといって国が全額負担はしない。道府県、市町村に一定割合の負担

はかける。負担はかけるけれども、現在よりも幸田町の負担が減ることは間違いないで

すよ。という点からいけば、現在の水準は維持をしてしかるべきだ。その水準というの

は、申し上げたように所得制限はなし。そして、２人目はあくまでも卒園するまで２人

目だと。３人目以降も全部卒園するまで３人目以降ですよという形の中できちんとやら

れるかどうか。この点について答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） 今の所得制限というのは、国が新たに導入する多子減免

の制度ということであります。現在、幸田町は同時入所の場合に第２子の方は半額、第
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３子は無償という制度でありますが、そうではなくて、上の子が保育園を出ても２番目

の子は２番目、３番目の子は３番目という、そういう国の多子減免の拡充でありますの

で、今までよりは減免が拡充されると、そういうふうに御理解いただきたいというふう

に思います。今までも所得制限は確かにありませんでしたけれども、年齢制限が撤廃さ

れるというところを一つ捉えていただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたの言い分は毒まんじゅうが２つあるけれども、一つはこれだ

け、まだこの辺の毒まんじゅうはこれで我慢しろよと、２つ食べるのではないじゃない

かと、こういう発想でしか私は受けとめられないわけなんです。現在の幸田町の水準を

引き下げてはいけない。同時入所の特例について国のほうがどういうあれであろうと、

幸田町は所得制限なしと。たまたま同時入所の特例ということで、上の子が卒園すると

２番目の子は第１子になっちゃうと。第１子になって２人目の子が卒園すると、今度は

また第１子になっちゃうという、そういう順送りの多子減免というのはまやかしですよ

と。したがって、あなたも言われたように、国のほうはあくまでもそういう対象になっ

た子どもが卒園するまで２歳は特例、３歳も特例という形でおやりになるということで

しょ。だったら幸田町もすべきだと、同時入所の特例は撤廃すべきだよと。ただし、そ

うしたときに、物のついでに国のほうは所得制限を狙っておりますわなんていうね、そ

んなすき間を狙って物事を考えるなと。今の水準は維持するということを原則にしてい

ただきたいということを申し上げて、再度どういう考え方でいくのか。国の動向云々と

いうことを言われれば、私は無視しろとは言わない。ただ、そうしたときに国のほうが

助成の対象を広げるということは、国はわあわあ言って、やれやれと言っているだけで

はない。そういうのもあるけれども、結局それについては負担の割合は多少ありますよ。

しかし、国はやれと言ったからには、自治体に餌をつけてやるわけだ。国の補助なり負

担なりを１割から何割にするかはともかく、その状況はまだわからないかどうかは知り

ませんが、そういう形の中で支援をしてくる。その支援をうまく活用すればいいんです

よ。悪乗りしたらあかん。悪乗りするとすぐに要らないところにもって制限を設けると。

そうではなくて、ありがとうございますと、我が町は我が町の行政水準を維持しながら

この制度をうまく活用して、保護者の負担軽減に努めてまいります。これが当たり前の

行政の進め方の姿勢じゃないですかということを申し上げておきます。 

   それから、もう一つは、これは町長にお伺いするけれども、小学校、中学校の学校給

食を無料化にせよということを一般質問で申し上げた。そうしたときに町長は、無料化

にすると残菜がふえると。いわゆる食べ残しがわんさとふえる。そんな事例が具体的に

あったか。残菜がふえるというのは、実態としてあります。しかし、それは学校給食が

無料化になったことによる残菜がふえるのかと。ごちゃまぜの論理でやぶの中に引っ張

り込んでわからなくするではなくて、町長の答弁は、私が問いたことに対して残菜がふ

えると。じゃあ、その具体的な事例はありますか。挙げてください。 

○議長（浅井武光君） 住民こども部長。 

○住民こども部長（山本茂樹君） ちょっと私の説明が悪いのか申しわけありませんけれど

も、今回、政府が導入しようとした多子減免は、幸田町にとって一定の３６０万円以下
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という制限はありますけど、そこの世帯については保育料が軽減されるという中身であ

りますので、この制度をうまく活用して、当面は国の対応に倣って、そういう所得の低

い部分についての減免拡大をしていきたいという内容でありますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（浅井武光君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 学校給食でありますが、まず前段に申し上げたのは、学校給食の

残菜の問題以前に、そういうものを政治的なものに使うべきではない。無料化するとか

そういうことを最初に申し上げたというふうに思っております。私は、その中で残菜が

ふえる、要は給食費は３食誰だって食べるものであるし、それを学校給食に限って全部

無料化させるとか、そういうものは本来の趣旨ではないだろうというふうに思っていま

す。そういう意味で、ある人に聞いたのが残菜がふえると。要するに、そういう食べ残

しがふえてくるというようなことを、やっぱりお金を払って食べるということは、それ

を全部栄養としてとっていくんだという、そういう姿勢でなくてはいけないだろうとい

うふうに思っております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 保育料の関係については、そういう３６０万の軽減という点で国の

負担というような問題が出てくる。それをうまく活用して幸田町の水準は維持しながら、

制度が変わったことによる有利な面は取り入れて、引き続き幸田町のレベルとラベルは

維持していくと、こういうことですよね。はい。 

   町長ね、学校給食にしても、あるいは医療費の無料化にしても、議員が提案すると政

治的な利用ですか。政治的な利用ですか。これは、行政というのは政治でしょう。議会

というのは政治ですよ。あなたの感覚でいくと、議会のほうなり、議員のほうからいろ

いろな政策提起をすると、よっしゃということは絶対に言わない。それが政治的だと。

どれだけの心の狭さを持っているんだ。これは、議会だったら地方政治の原点ですよ。

地方政治の原点の中でいろいろなことをやっていく、提起をする。伊藤宗次が言うのは

気に入らんから全部政治的だと、こういう感覚なんですよ。違うと言いながら、あなた

は全部やっていることはそうだと。だから、そういう点で議会で提案したことに対して、

町長自身が、いや、そんな政治的なことは議会は、私どもは取り組みませんよといって、

あなた自身が政治的なことばっかりやっているではないか。そうでしょう。行政イコー

ル政治なんですよ。町の政治イコール町の行政、そういうものを使い分けをして、はっ

たりをかけて、相手を萎縮させる。あなたの常套手段だ。こういう取り組みは本来おか

しいということだけ申し上げて、要はあなたはごちゃまぜの理論ですよ。給食費を無料

化したら残菜がふえるというあなたの議会答弁だ。有料化してようと無料化をしていよ

うと、今全体的に出された給食をきちんと食べるというのがなくなってきてることは事

実。そうしたときに、幸田町の残菜率はほかの市町村に比べて極めて低いんですよ。そ

れは、やっぱり給食センターの中で一生懸命やってる、そして子どもの子育てについて

の町民性が残さずありがたく食べろよという町民の意識、取り組み、そういうものが子

どもの給食に反映している。なぜそういう捉え方ができないのか。おかしなところばっ

かりを取り上げて、だから私がやると言えば政治的だと。ふふんだわ、まさにふふんだ
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わ。そういうあなたの感覚自身が町の政治をどんどんどんどんおかしくなってるという

ことを申し上げて、給食費の無料化について教育委員会の見解を問いたい。 

○議長（浅井武光君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 私が申し上げたのは、要するに首長の選挙にそういうものを使う

べきではないということを申し上げた。ちょっといい言い間違えました。首長の選挙に

給食費の無料化、医療費の無料化というのを使うべきではないということを申し上げた

だけであって、その辺だけは勘違いしないようにしていただきたいと。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） 学校給食の無償化ということで、前提といたしまして、費用と

いう面でまずお答えをさせていただきたいと思いますけれども、２８年度の給食費の実

費徴収金は計上をさせていただいている金額が、小学校でいいますと１億３,０００万、

中学校で申しますと７,２００万、合わせまして２億６３８万７,０００円という金額で

あります。そうした無償化にした場合、大きくいいますと約２億円ということでござい

ます。なお、給食費につきましては、学校給食法の中で第１１条の中に食材費は基本的

には保護者負担とし、真に困窮している児童生徒を継続的に支援するために就学援助で

対応をしていくという規定がございますので、こうした今言いました金額プラス法の定

めもあり、当面これまでどおり給食費をいただいて、おいしい給食をつくって、栄養を

補充していただくという体制でまいりたいというふうに考えております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 町長と論争をやっていると時間がどんどんどんどん減ってくるとい

けないんだけどね、あなたは今度の７月の参議院選挙に出られるんですか。そうでしょ。

首長選挙で使うことはあかんよと、そんなこと誰が言ってるんだ。そうでしょ。あなた

の論法というのは都合が悪くなるとごちゃまぜにしてガラガラポンだ。ということでい

けば、こっちの７月の参議院選挙にあなたは出られるわけだ。そういうふうに受けとめ

られるような、そういうごちゃまぜ論法というのは真摯な議会の対応とは言いがたいと

いうことを申し上げておきます。 

   学校給食の関係で、確かに学校給食法では、それは賄う材料費は保護者負担だよとい

うことがあっても、全国的にはそれが広がっていると。広がっていることについては、

あなたはそれでは、広がっているところはみんな学校給食法違反の行政をやっていると

いうことの論法につながってきますが、そういう理解でよろしいかどうかという問いに

お答えをいただきたい。 

   それから、もう一つは、子どもの医療費の無料化の関係で、現在、幸田町は中学校卒

業まで、義務教育終了までという形になっておりますが、先ほどもこれも申し上げてお

りますように、その対象年齢を高校卒業まで、あるいは１８歳までというふうに広げる

自治体もふえております。そうしたときに対象になる子どもたちは何人いるのか。それ

に対する対象費用はどれだけ必要なのか、あわせて答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 教育部長。 

○教育部長（小野浩史君） 法の規定を申し上げました。全国的な事例といたしましては承

知をしております。京都府の伊根町というところでは、２７年の４月からいわゆる給食
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費の無料化をしておりますし、近隣におきましても、県内におきましても、市費をもっ

て１食当たり単価のある部分の何円だとか何パーセントを公費助成をしていく。こうし

た実際の実例もあるということは承知をしておりますので、必ずしも全て保護者負担で

なければならないというふう認識はもちろん持っておりません。そういう状況が全国あ

るいは県内にあるということも承知はしております。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 子ども医療の拡充ということの御質問でございますけれど

も、議員からはたびたびこのことについては御質問をいただいておりまして、担当とし

ても日々検討をさせていただいているわけでございます。一応、現在、子ども医療につ

きましては２億３,０００万円ほど支出をしているわけでございますが、この受給者人

数で割りますと大体１人当たり年間で３万１,０００円前後が子ども医療にかかってる

費用でございます。この場合は中学生までということでありますので、高校生年代に拡

充した場合、１人当たり２万５,０００円程度が年間の費用かなというふうに試算をし

た上で、対象人数は１,２００人程度であろうと思っておりますので、これを掛けます

と影響額としては３,０００万円ほどの子ども医療費の拡充が必要になるのではないか

というような試算を出しているところでございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 時間がございませんので、今お話を聞いた内容は、さらに特別委員

会で内容を深めていきたいというふうに思います。ただ、前段いろいろな時間をつくら

せちゃったもんだから、企業立地監が俺の出番がなくなったといって力を落としておら

れるようなので、一言だけ申し上げておきますが、東山の開発の関係からいったらあな

た方がやっていることは、民間開発だ、民間開発だと言いながら土足でどんどんどんど

ん上がってね、副町長がたまたま町長は地権者のほうから、おい、上がってくれといっ

て上がっていくんだ。それは上がってくれといっていく人だ。副町長と３時間話したけ

ど、たらいの縁を回ってるだけだっただと。あれは何だったのかと、こういうことであ

るという点からいえば、町長や副町長が深くこの開発にかかわってる。これが民間開発

の実態だということだけ申し上げておきます。 

○議長（浅井武光君） 企業立地監。 

○企業立地監（志賀幸弘君） ただいま議員がおっしゃられた須美東山開発推進協議会にお

ける民間の企業誘致の活動においてでございますが、地元の区長そして住民の方々と御

相談されながら進めておられるというところを、事務局として御報告、御連絡をいただ

きながら慎重に進めていきたい、かように思っている次第でございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第２５号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第２６号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第２６号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで、途中ではありますけれども、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前１１時１１分 
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─────────────── 

                             再開 午前１１時２１分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   次に、第２７号議案の質疑を行います。 

   １３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

   １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 今予算の算定に当たって、加入世帯数と加入者数についてお答え

いただきたいというふうに思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 平成２８年度の幸田町国民健康保険特別会計を編成する上

で、その中の世帯数につきましては４,８５０世帯、被保険者につきましては８,９００

人のうち、一般被保険者が８,５００人、退職者被保険者が４００人という形で試算を

させていただいております。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 退職者につきましては増加傾向なのか、それともどのようになっ

ているか。以前と変わりまして、ちょっと算定方法も変わったというふうに思うわけで

ありますが、その点についてお答えいただきたいと思います。 

   次に、当初予算の説明では、繰入金として８,０００万円を一般会計から町が財政支

援として繰り入れたということでありますが、その中で国の保険者支援として、毎年こ

れから１,７００億円を公費投入するというふうにしております。そうした幸田町国保

への支援額というものが期待されるわけでありまして、それが幾らかということであり

ますが、資料として出されておりますのであれですけれども、これからこうした支援金

につきましては、本来は加入者負担を減らしていく、こういうようなものであります。

そうした考え方の中に基づいていえば、本来なら国保税の引き下げというようなことで

支援をするのが妥当ではなかろうかというふうに思うわけでありますが、前の質疑の中

ではこうした国保の支援金につきましては、これは町の財政負担の軽減というような形

の中で引き上げを、広域化になったときの場合の引き上げの大幅引き上げにならないよ

うにしていきたいというようなことを言われたわけでありますけれども、どうしてその

ような考えになるのかということであります。その点について詳しく解明していただき

たい。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 被保険者のうち退職被保険者の人数でございますが、４０

０人ということで平成２８年度は設定をさせていただいておりますが、２７年と比べま

して１５０人ほど減員をしてるという形で見込んでいるところでございます。新規の退

職被保険者は発生していないということで、減少していくということで見積もっている

ところでございます。 

   それから、一般会計からの繰り入れの中で、保険基盤安定繰入金の中の保険者支援金

ということでございます。これの関係でございますが、財政支援として８,０００万を

繰り入れをさせていただくというのは説明の中で申し上げましたけれども、国の保険者
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支援分と財政支援の８,０００万とは異なるものでございますのでそのように御理解い

ただきまして、８,０００万というのは一般会計繰入金の中の内訳として８,０００万が

含まれているということでございます。議員の御質問にございました保険基盤安定繰入

金の中の保険者支援分、これについて国からの保険料軽減のための交付であるので保険

料軽減に使ってほしいと、こういうような御提案だというふうに思いますけれども、説

明の中でもお答えしましたとおり、２７年、２８年におきましても５,２００万程度交

付されるということになるわけでございますが、これについての財源につきましては、

国保の財政安定のために使うという形で考えさせていただくというのは変わらないとこ

ろでございます。特に２７年度におきましては、当初保険者支援分については１,９０

０万円を見込んでございました。その中で２７年度から始まりました２割軽減それから

７割、５割の対象者の所得の緩和につきまして、この軽減分が拡大したことにより、実

は３００万ほどの基金からの繰り入れを予定していたわけでございますが、２７年度で

国のほうがさらに３,３００万を保険者支援金を交付していただいたことによりまして、

３００万ほどの繰り入れは予定しておりますが、大きな繰り入れをせずに保険的には安

定が保たれるというような結果になっております。したがいまして、保険者の特に低所

得者の軽減対策としてある意味有効に使わせていただいているというのが現状でござい

ます。この国からの交付金がなければ保険料の安定というのは、２７年の結果からして

もなかなか保てないというのがはっきりしております。そういう意味では基金に積み立

ててあるものの温存をしながら３０年に向けて安定した経営、それから保険料も下げる

ということではなくて、引き上げることなく安定的に３０年まで向かっていきたいと、

このように考えているところでございます。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ３０年の広域化に向けて安定的に運営をしていきたいという、そ

の気持ちはわかるわけであります。また、同時に大幅引き上げを避けたいという中の考

え方のもとでやられているのはわかるわけでありますけれども、しかしながら、今回の

保険者支援というのが５,２００万、これから毎年この金額が、毎年といいましてもあ

と１年、２年ですかね、それぐらいでありますので１億ぐらいにしかならないわけであ

りますが、それでも１億円の国からの保険者支援というのがプラスされるとなれば、こ

れは十分引き下げが可能であって、それでそのときの国保税をもとにまた再度算定をさ

れるわけであります。そうした点でいえば、本来の国の考え方からすれば被保険者の負

担の軽減をしていくということにしていくべきではなかろうかというふうに思うわけで

あります。確かに低所得者の軽減というのは拡大をされたわけでありますけれども、し

かしながら、全体的な保険税の引き上げというのは、これは耐え切れないほどの引き上

げが行われたわけですよね。これは２年間にわたって限度額も引き上げられたというこ

とからしても、国保税は１人当たりの国保税にすれば県下でも高いほうに位置していく

ということからも、やはりそうした加入者負担を軽減する、この考え方にたつべきだと

いうふうに主張するものです。また、町としては国保税の安定化のために使っていきた

いよということであります。じゃあ、毎年保険者支援として国からの繰り入れがされる

５,２００万円については、これは財調のほうに基金の積み立てを図っていって、国保



- 34 -

税の引き上げをすることなくやっていきたいというような思いなのかどうなのか、あわ

せてお聞きしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 国からの保険者支援分の運用でございますけれども、先ほ

ども申しましたように法定軽減の拡大によりまして、その費用が先ほども言いましたよ

うに５千数百万に及んでいるというのが現実でございます。したがいまして、１,９０

０万プラス３,３００万という形の５,２００万が実際はその軽減分に当たっているとい

うような結果になっております。法定分だからということで、これは町の対策ではない

というような御指摘もいただいておりますけれども、現実の話として国からの交付金に

ついてはそういうような形で運用させていただいて、保険の安定を図っているというこ

とでございます。これは、やはり給付費の拡大も含まれておりますので、今後、保険料

を安定的に横滑りさせていくという、引き上げない対策として使っていきたいというよ

うに思っているわけでございます。３０年に向けてということでございますが、保険者

支援分につきましては、県一本化になりますと、今までは町が受けていたのが今度は県

が受けるということになるわけでございますので、委員が言われるように２９年までの

交付ということになると思いますけれども、先ほど言いましたように、２７年、２８年、

２９年と３カ年になると思いますけれども、これにつきましては安定財源に使うという

ことであります。ただ、基金に積み立てるかどうかということでございますけれども、

これにつきましては先ほど言いましたように、現状でのバランスがとれているというこ

とでございますから、この財源をもって基金に積み立てていくというような考えはござ

いません。収支の中でのバランスをとっていくということでございますので、そのよう

に御利用いただければと思います。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 国保の繰入金の関係についての資料の提出をいただきました。こう

した形の中でなかなか見えてこないのが、いわゆる幸田町が１億３,０００万円当たり

の繰り入れをしている。この繰り入れの中でルール分とルール外の繰り入れが合算され

ております。まず、そうした点でいわゆる法定ですよね、決定の関係。先ほど７割だ５

割だなと、これは国のほうの制度の問題で、これにかかわる国からの交付金も入ってお

ります。ただ、そうしたときに一般会計からの繰り出し、繰り入れで法定分と法定外、

いわゆるルール分とルール外という形が合算されております。したがって、その中の内

訳としてルール分が幾らなのか、幸田町独自でルール外の問題は幾らなのか、ちょっと

整理した答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） まず、繰り入れでございますけれども、議員が言われまし

たように１億３,０００万が保険基盤安定基金繰入金として、それから、あと職員等の

給与の繰入金として１,５４３万５,０００円、それから出産時一時金等繰入金が１,４

００万、財政安定化支援事業繰入金８４８万、それから一般会計繰入金として１億４,
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４８０万が平成２８年度の予算編成としてさせていただいているところでございます。

保険基盤安定繰入金につきましては、御質問の中でもお答えしましたけれども、保険者

支援分が含まれておりまして、これが５,２００万に相当いたします。このうち２分の

１が国費として交付を受けまして、４分の１が県費として受けておりますので、残りの

町費として４分の１を加えて５,２００万という形になるわけでございますので、この

繰入金の部分の４分の１は町が負担しなければいけないということになります。 

   それから、保険料軽減分についても同じようなことでございまして、資料でお出しし

た中で見ていただくとわかりますが７,９００万のうちの１,９７５万、これはある意味

ルール分として町が負担しなければいけない金額になるわけでございます。基盤安定基

金の中での繰り入れにつきましてのルール分としては、そのような形で全体の４分の１

を町として負担しなければいけないということで、これは一般会計から繰り入れという

んですか財源補填させていただいているというところでございます。あと、事務費それ

から出産一時金につきましても、同じように４分の３ですとかそれぞれ負担をさせてい

ただいているということでございますので、詳細については私も細かい数字は持ってお

りませんので、先ほど言ったものについては一定のルールに基づいて出させていただい

ているということでございます。 

   それから、一般会計繰入金の中で１億４,０４８万あるわけでございますけれども、

これは福祉医療波及分としまして、福祉医療を実施することによって保険料の給付がふ

えるという形での補填金が４,２００万ほどあるわけでございます。それから、大病院

等が含まれていて、給付費がふえるためのこれの負担分として３５８万１,０００円を

入れております。それから、特定健診の事業費分として１,４０５万８,０００円を繰り

入れさせていただいているということで、これにつきましても一定の給付にあわせて、

定められた分を納めさせていただいているということでございます。 

   最後になりますけれども、財政支援分として９,０００万、これを一般会計の繰入金

の中に入れて繰り入れさせていただいております。これはあくまでも町の法定外分とし

て９,０００万を繰り入れさせていただいているということでございますので、ちょっ

とほかの部分についての詳細についてはもう少し資料については集めさせていただきた

いと思いますが、全体の流れとしてはそういうふうな形で、保険者支援分等々の負担そ

れから法定外として財政支援分として９,０００万円を入れさせていただいていると、

こういうことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は私が申し上げたいのは、今回国の支援分として入ってきた、こ

れでいきますと５,２００万円、これがそれぞれ負担割合も含めてきますと幸田町の１,

３００万円を差っ引いたとしても３,９００万円ですね。その３,９００万円は保険者、

一般的には保険者というのは自治体になっちゃうわけだけれども、いわゆる加入者の負

担軽減に役立てて使うべきですよということが、国から示された使い方について、交付

金の考え方についてはそういうことが示されている。そういう中であなたに先ほどお伺

いしたのは、幸田町が言うところの法定分と法定外、ルール分とルール外と。ルール外

の関係はどういうふうになっているのかという形の中であなたが言われた中では、法定
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外については一般会計からの繰り入れ、基金からの繰り入れで９,０００万円ですよと。

こういうことですが、そういうものとあわせて支援金がなぜせっかく入れてきた５,２

００万円、これが加入者の負担軽減に役立てて使われなかったのかと、こういうことな

んですよね。あなたの中には先ほどちょっと、以前の関係もありましたが、要は２０１

８年に国保の都道府県化がされますよと。それまでに保険料の平準化を図っていきたい

と、県レベルのという思いがあると、保険負担レベルというのはいじくれないですよ。

あなたが言うのはね。負担軽減を図っていくという感覚でいくと、都道府県化に変わっ

てはそれが障害になってくるのではないかという思いが非常に強く伝わってくる。なぜ

かということですよね。そうしたときに、例えば県のほうは都道府県化をしたからとい

って県下５４市町村のレベルは全部違うわけだ。それをさっと線を一気に引くなんてこ

とはしないわけだ。引きたくても引けないと、ばらばらですからね。何年かかけて平準

化を図るけれども、その中で県が考えていくこと。だから、我が町としては、それは都

道府県化された段階の県の行政の尺度の問題。そうしたときに、じゃあ、幸田町はそれ

に合わせていくのがいいのか、２年間じっと針のむしろで我慢せよと。２年間我慢した

ら針のむしろからじゅうたんになるなんていうことはないわけだ。針のむしろが、幸田

町のむしろから県のむしろからになっただけ。引き続き針のむしろで痛みを感じさせる

という、そういう仕組みが変わらなかったときに、じゃあ、あとに残された２年間はど

うやって負担の軽減を図りながら保険者の生活安定を図っていくのか。これは行政とし

てしんしゃくできる最大の問題だという点でいけば、私はこの関係から含めていくなら

ば保険者の負担軽減になぜそういうことが拾えなかったのかということと、もう一つは、

こういう中で予算組みをする。予算組みをした中で、じゃあ、これから賦課徴収をする

ときにどうしていくかという点では、次元が別だと思うんですよね。どうやって予算措

置をしていくかということも含めていくならば、私は負担軽減は図られるということだ

と思うんです。それは、国保税の賦課徴収は４月から始まらないですよね。それは、所

得が確定をし、税務課のほうでこの世帯、あるいは所得割合が決まったときに、言って

みれば１年間１２カ月のうち８カ月分ですよ。国保税を年間分にがっと圧縮してとって

くるという点からいけば、まだ時間的余裕があるわけだ。時間的余裕があったときに、

じゃあ、途中の６月の補正予算があります。６月の補正予算は、好き勝手に町長はやっ

ているけどね。まあ、それはやればいいんですよ。やったときにそういう今の国の制度

の中で支給される支援金が当初予算の中では十分支援のほうには回ってこなかった。国

保の自分たちのほうの支援だけで、町民や加入者の支援には回さなかった。それを、や

っぱり６月の補正予算を含めて、８月から新しい国保税が徴収をされる。そういう中に

反映していく。それは政策的な問題ですよ。だから、選択肢としておやりになるかどう

かという点でいかがなものでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 国が支給いたしました保険者支援金につきまして国の一つ

説明の中では、低所得者対策の強化のためということが一つございます。その点で特に

低所得者のための法定減免も含まれるわけですけれども、そういう意味での使用という

のをさせていただいて、特に保険者支援分の算定としましては、保険料の軽減対象者と
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なる低所得者に応じた自治体への財政支援を拡充するということで試算をされておりま

す。したがって、保険者の軽減者の人数等で実は交付金が決まっているということであ

りますので、運用する側もそこを一つの大きなよりどころとして予算の運用をさせてい

ただいたということです。もちろん議員が言われるように、国のほうは保険料の軽減に

も使えますよと、こういうことを言っているのは確かでございます。町としてはそうい

うふうに運用をさせていただいたということでございます。あと、２８年度に入ってか

らの保険料確定までにいろいろな状況を見て、対策として軽減等に回さないかという御

指摘でございますけれども、たびたび申し上げて申しわけございませんけれども、中長

期的に保険料のところを見ながら今考えているところでございまして、当面、２８年度

の保険料の軽減を途中で、特にこの軽減対策というのですか、それについては今のとこ

ろ考えてないということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 部長が言われるように、この支援金についての考え方でいけば、い

わゆる公費拡充により財政基盤の強化策と。このことによって２０１５年から毎年消費

税増税分を財源にして、低所得者対策に支援金として制度を拡充しますよということで

すよね。あなたの説明でいくと、これは法定減免である２割、５割、７割の法定減免に

対する財源だという受けとめ方ですよね。確かに法定減免の制度というのは、低所得者

に対する減免の割合を２割、５割、７割というふうに定めた。そういうのは、国がわざ

わざこういう支援金をやって低所得者対策だということに悪乗りをしただけなんだよ。

政府は、要はこういう形にやって、保険の財政基盤安定ができるということと加入者の

負担軽減につながりますよと。負担軽減につながるといったら２割、５割だというね、

こういうところに持っていっちゃう。しかし、問題はそうじゃない。せっかく国のほう

がそういう、国が全部網羅して国の言うことから一歩も出てはならん、全部国の制度の

中でちんまりと治めよという支援金じゃないですよ。これは、市町村の保険経営を、財

政を支援をすると同時にそのことを通して、加入者、ここでいけば８,６００人の加入

者をどうやって支援をしていくのか。それは、負担軽減をこの支援金で役立てて使えよ

と、これが趣旨なんですよ。という点からいけば、例えば２割、５割、７割は、こうい

う制度になる前から２割、５割、７割の関係からいけば、制度的にはもう４年か５年前

からできてるでしょ。そういうことでいけば、今回の支援金がなくてもそれはやってき

てるし、これからも引き続き法定減免ということですから取り組んでいかないといけな

い。その財源は繰出金の中で対応していくという取り組みの延長線上の問題だと。そう

いう中で、支援金が新たに出てきたら、ありがとさんといってその中にぽんとほうり込

んじゃうというのは極めて乱暴だし、加入者の生活の状況はどうなのかということと、

我が町の国保税の水準は何かと。県下で１１番だあるいは１２番だという高い保険料を

引き下げる、これはまだできるんですよ。まだ時間的にはこの年度内事業の中ではでき

る。予算措置はそうかもしれない。あとは補正予算の中でどう対応するのか、どういう

知恵を出すのかということに尽きるわけなので、その点はいかが対応されるのかという

ことなんです。予算は、一旦決定したら一切まかりならないのではない。減額補正もあ

れば増額補正もある。そういう対応の仕方もあるのでね、私はそういう点でいけば６月
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補正も十分です。過去には、町長は６月補正は番外である、僕は取り組まないと言って

おきながら、自分はドボンとやったことだ。自分のやることはドボンとやっておいて、

ほかのほうは６月補正まかりならないとは、それは、あんた、不公平町政をあなたが推

進をするということで若干横道に入りましたけれども、要はそういう予算の立て方もあ

る。そのことともう一つは、国保税が各世帯あるいは各決定をされるのは町税の減額が

決まった後ということでいきますので、６月対応でも十分間に合うということなんです。

せっぱ詰まってやれと言っているのではないです。せっかく来た国からの支援金を役立

てるには、十分な時間的余裕がありますし、そこに政策的な選択の時間もありますよと

いうことですので、担当課長、かたくなにこだわるな。法定減免は法定減免ね、ずっと

やっていかないといけないわけだ。これは支援金がなくても、ちゃんと国から来てるわ

けなので。という点からいけば、法定減免を盾にするというのはちょっとよこしまです

よ。まともにちゃんと受けこたまえて、加入者の負担軽減に役立ててくださいよ。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） まず、予算の運用でありますけれども、やらないと固執し

ているわけではございませんけれども、状況を見ながら、それについては対応させてい

ただきたいとは思っております。 

   あと、法定減免の負担でございますけれども、これにつきましては前から議員が言わ

れるように、交付を受けております。通常ですと７千数百万、２６年度でいくと７,３

００万を法定減免分として交付を受けております。ただ、２７年から２割ないしは対象

者の拡大ということでありまして、これが最終的には、ですから１億３,０００万近く

を入れたということは、その差額分がこれは法定減免に係る部分の減額分というふうに

考えておりまして、これが国保財政に大きな影響を与えているということでございます

ので、先ほど申しましたように、国から交付された通常ですと７,３００万プラス２６

年からは１,９００万が出された。今度、２７年はそれに３,３００万が加算されたとい

う形の交付額になってくるわけでございますので、その財源の中で安定的な運営をさせ

ていただくというのが現在の姿勢でございますので、運営の中身についてはもう少し再

度検討させていただきたいと思いますけれども、当面、何回も言いますけれども、３０

年に向けた安定財源をどうやって保っていくかという点で、私どもは主眼として現在運

営させていただいているということでございますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第２７号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第２８号議案の質疑を行います。 

   本件は、通告なしであります。 

   以上で、第２８号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで、途中ではありますけれども、昼食のため休憩といたします。午後は１時から

会議を開きます。 

                             休憩 午前１１時５２分 

─────────────── 

                             再開 午後 １時００分 
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○議長（浅井武光君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、第２９号議案の質疑を行います。 

   ８番、中根久治君の質疑を許します。 

   ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） お願いします。２９号議案でございますが、歳出、１０款、１０項、

１０目、１８節物品購入についてお伺いをします。ここで購入を予定されておりますパ

ソコンのことについてお伺いをするわけですが、このパソコンは物品の分類ということ

でいえばどういう分類になるのか、まずそこからお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 備品のパーソナルコンピューターの区分でございますけれ

ども、予算科目でいきますと１８節の備品購入費、さらに歳出では機械器具購入費とい

うことで分類させていただいております。あと、物品管理上の分類でいいますと事務機

械器具類となっておりまして、その中でもパーソナルコンピューターとして分類管理す

ることになっております。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） いわゆる事務機械器具類のものをどこから買うかと。備品を一般会

計から購入するのと特別会計から購入するのでは、何か違いとか基準があるのかなとい

うことが、私ちょっとよくわかっておりませんのでお聞きしたいわけですが。財布が２

つあると、一般会計の財布を持っているのと特別会計の財布もあると。この財布の使い

分けですよね。どんなルールがあるのかなということについて、まずお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 支出する会計、事業等により備品についての基準について

は違いはございません。購入する備品等を使用する事業が何かによって、支出する会計、

科目等を分けて購入させていただいているということでございます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 一般会計で購入しても、特別会計で購入しても違いがないような今

お答えをいただいたのですが、なぜ一般会計のほうで購入されないのかな、逆に言うと。

そのことがちょっと気になりまして、特別会計で購入した備品というのは、これは特別

会計専用の備品となるのかどうか。その辺についても、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 今回、購入する予定でおりますパーソナルコンピューター

でございますけれども、介護保険事業として専用で使うということでございましたので、

特定の事業に特化して用いる備品ということで、今回はそこの事業であります介護保険

特別会計のほうで計上させていただいたということでございます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） 介護保険事業専用のパソコンを購入すると、それは特別会計である

と。介護保険事業を一般会計でも存在することだと思うのですが、なぜそこが特別会計

なのかなということが気になっております。この分厚い予算の説明書を平成２３年度か

らずっと読ませていただきまして５年分を見たわけですが、この中にいわゆる特別会計
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で１８節ですね、備品購入という記録はございません。ということは、とても珍しいケ

ースなのではないのかなというふうに私は理解しているのですが、こういうことはふだ

ん、この５年間なかったからそれはどうのこうのということはなくて、ふだんからこれ

は当たり前のことかどうかについてお願いをします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 備品もでございますけれども、必要な事業について予算化

をさせていただいているというのが現状でございます。委員が御指摘のとおり、介護保

険特別会計の中では平成２３年から５年間の予算書を私も戻って確認させていただきま

したけれども、備品の購入はないというのが現実でございます。ただ、もう少し遡りま

すと、平成２１年、これは直近というか最後になるわけですけれども、２１年において

これは一般管理事業ではございませんで、賦課徴収事業のほうで備品を買わせていただ

いている事例がございます。このときについては、納付書の発送にあわせて納付書を折

り畳む機械として折り畳み機を買わせていただいたというのが２１年にございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） これは一般論としてお聞きしたいんですけれども、２つの会計を持

っている場所ではどちらの会計を使ってもいいんだと。または、これには使い分けがあ

るんだと。そういったルールそのものが、今回は介護保険の場合の特化についてお聞き

しているのですが、ほかのところでもそのことは言えるのか、言えないのかについてお

聞きしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○８番（中根久治君） 他の特別会計がどのように、そういう備品購入について行っている

かどうかはちょっと確認しておりませんので申しわけございませんけれども、今回購入

するパソコンについては、あくまでも認定調査を主体とした調査員が介護保険の認定調

査書の記入に使うというのが目的でございますので、一般的な汎用のパソコンとはもの

自体は一般のものでございますけれども、使用については基本的にはほかの職員が使わ

ないような形で管理をするということで考えておりますので、今回については介護保険

特別会計のほうから支出をさせていただくということでございます。ただ、介護保険事

業についても、ごらんいただくとわかりますように多くのパソコンを使っているのが現

実でございますけれども、これは保守ですとかシステムの連携を図るためにリース物件

もございますので、今介護保険事業として多くの職員が使っているものについてはリー

ス物件、今回については単独で使わせていただくということでありますので、単独購入

の介護保険特別会計で買わせていただいたと、このような経過がございます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） ほかのことをここで言うとまたちょっと叱られちゃうかもしれませ

んが、要するに特別会計というものの財布の使い方というのには一般会計との違いはあ

るのか、ないのか。そのルールというのは存在するかどうかについては、これは全体の

話ですので、それを統括される立場の方にお答えいただきたいと思っております。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 



- 41 -

○総務部長（山本富雄君） 一般会計と特別会計、この会計の区分につきましては予算単一

主義の原則ということで、基本的には予算は一つの予算でやれというふうにルールはで

きております。ただし、これはその中で独立した業務として処理したほうが経理手続な

ど事務事業の合理化が図れるなどの理由により一般会計とそれから特別会計ということ

で、その事業に特化した会計を設けるということで行っておりますので、その事業に特

化した備品であれば特別会計のほうで購入して管理をしていくということで考えており

ます。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根君。 

○８番（中根久治君） ちなみにほかの特別会計のほうも見てみますと、ほとんどその例が

ないですね。特別会計の中で備品を購入したという事例が少ないですね。平成２４年の

後期高齢者のときが一つと、あと農業集排のときの会計が一つと。あとは全部一般会計

の一般管理備品として扱っていると。これは、僕が邪推するには財布が２つあるから、

自分にも捉えてもそうなのですが、へそくりで買うか、こっちで買うか、いろいろ買い

方の問題ですので都合のいい買い方をされないかなということが気になったものですか

ら。要するに、一般会計予算では買いにくいな、じゃあ、こっちにも財布があるなとい

うような、そういう形でこの２つの財布がうまく使われていくのではないかということ

を気にしたものですから。そういった何か特別なルールというのが存在するのかなと。

ほかの市町のインターネットを調べてみても、そういったちゃんとしたルールを持って

る市町もあるわけですよね。一般購入備品、供用物品はこうやって買うんだというルー

ルを持ったところもあるわけですので、幸田町もそういったちゃんとしたすみ分けがあ

るのかということを気にして、じゃあ、今回はこのパソコンについてはどうなんだとい

う質問でありました。繰り返し念を押しますが、幸田町にはそういうすみ分けはないと

いう理解でよろしいでしょうか。 

○議長（浅井武光君） 総務部長。 

○総務部長（山本富雄君） そういったすみ分けということでこちらのほうで規定はしてお

りませんが、もともとの特別会計をわざわざ設けるということが、そういったものを明

確にするために設けているということでございますので、当然そちらのほうで必要なも

のであればそちらで買うというルール、これはもともとのこの法律の趣旨からのルール

でございますので、わざわざ町のほうで指定はしてないということでございますので、

よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） ８番、中根久治君の質疑は終わりました。 

   次に、１３番、丸山千代子君の質疑を許します。 

○13番（丸山千代子君） 要支援の介護サービスの確保についてお伺いをいたします。 

   平成２９年から総合事業を実施をするということで、その準備、体制づくりが必要か

というふうに思うわけでありますが、今予算におきましては、そうした対応が十分でき

るのかということでお聞きをするものであります。要支援１・２の介護サービスにつき

ましては、ホームヘルプサービスあるいはデイサービス、これが介護保険から外される

ということであります。そのために、幸田町でその事業者の確保をしていうという点で

答弁もいただいております。その体制づくりがどうなるのかという点についてお尋ねし
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ます。事業者もどんどん今はふえてきております。福祉産業建設委員会でも、とても民

間の事業者を全て回るということはできないというように、調査の後もまたデイサービ

ス事業が新たにできてくるとか、そのようになっているわけでありますけれども、そう

した事業者と提携をしながらやっていくのかどうなのか、その点についてお伺いしたい

と思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 要支援の方の今後のサービス提供についての体制というこ

とでの御質問かというふうに思います。現実として平成２９年４月から地域支援事業が

スタートするということで、２７年度というか２６年度から、もうそれに向けての準備

を進めていたわけでございます。議員が御指摘のとおり、現在、介護予防給付費として

要支援１・２の方についての訪問介護それから通所介護、この２つのサービスが平成２

９年４月から介護予防給付費から外れて、地域支援事業費のほうに変わっていくという

構造でございます。議員が御心配のとおり、訪問介護と通所介護のサービスの受け入れ

先というんですかサービス事業所、これの体制はどうかということでございますけれど

も、現在、町として考えておりますのは、現在ある介護事業を行っている事業者にこの

形を、協定をする必要がございますけれども受け入れをしていただくということで考え

ております。したがいまして、サービス事業者をふやすという体制では今考えておりま

せんので、制度が変わった以降についても要支援１・２の方については、介護予防給付

費ではなくて地域支援事業費を受けながら同じようなサービスを受けていただくと、こ

のような形になるかと思っております。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ホームヘルパーもそれから通所介護も、現在要支援１・２の方は

受けておられるわけでありまして、いわゆる事業者とも顔なじみというような関係もあ

るわけです。そうした点で平成２９年から、例えば協定が結ばれなかった場合、そのと

きには事業所が変わるというような事例も出てくるかというふうに思うわけであります

が、そうしたことのないようにやっぱり受け入れ先の確保というか、その辺について十

分利用者の調査もしながらやるべきではないかというふうに思うわけでありますが、そ

うした点で利用者の要望に応えられる体制づくりをしていくかどうか、その点について

お尋ねします。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 平成２９年４月からの体制でございます。議員が言われる

ように、その事業所は受け入れの事業所となるように町が調整をした上で受けていただ

くということなものですから、場合によっては通常の介護対象者の方を受け入れるので、

こういう要支援の方は受け入れませんよという事業所も出るかもしれません。そういう

面でいきますと、今まで使っていた事業所が使えないということもあるかとは思います

が、かといってサービスを受けれないようにならないように、町としてはサービス事業

所を多く確保するような形で今進めているわけでございます。現実的にいいますと、受

け入れのときの給付費の問題はそれぞれ町と事業所と行うことになりますので、そうい

うある意味単価調整であったりとか、受け入れ人数であったり、そういうものについて
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今後調整を図って、制度改正時について利用者の方に支障を与えないような形で制度を

スタートさせたいということで、今担当のほうも十分調整をしているところでございま

す。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） ぜひ調整をしながらやっていただきたいというふうに思うわけで

あります。それから、介護事業所にあっては、例えば要支援１・２の場合ですと、デイ

サービスでいえば週１日か２日、いろいろ希望者によっては違うわけでありますが、そ

れ以上に使いたいとなった場合に、これは全額の１０割負担という形の中で受け入れて

いるところもあるわけです。その利用者の実態によっては限度額を越えて利用をしたい

という人だっているわけでありますので、そうした点の幸田町における事業者不足とい

うことはあるのか、ないのか、調査をされた経過があるのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 介護サービスを使われる際のルールでございますけれども、

ケアマネジャーがケアプランをつくって、それに基づいてサービスを受けるというのが

ルールでございますので、月初めの何カ月に１回の計画の中で週に何回というのが決ま

れば、そのルールに基づいて使っていただく。当然それに対する受け入れというのは確

保されているということになりますけれども、それを越えて利用したいという方になり

ますと、これは個別な契約になりますので、これについては先ほど言われるように、全

額利用者に負担していただくということになってしまうのが原則でございます。したが

いまして、そのようなケースがどのくらいあるのかということについての調査でござい

ますけれども、現実に介護保険の中で私どもは動いておりますので、それを越えた部分

についての調査というのはしておりません。ですから、どの程度の方が全額実費で利用

されているかというのはわかりませんが、ただ、事業所の指導の中で当然従業員の数と

いうのは利用者受け入れの人数によって何人に１人という決めがございますので、そこ

に介護保険以外の方の受け入れをした場合に、当然従業員の数というのがバランスが崩

れてくることになります。そういうことのないようには指導をしておりますので、現状

でいきますと、そういう一般の受け入れの方があって、そこの従業員の配置を余分にし

なければいけないとか、そういうケースは余りなかったのではないかと記憶しておりま

す。ですから、大きなそのような需要はそうはないのではないかと思っているところで

ございます。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山君。 

○13番（丸山千代子君） 介護については、いろいろ国のほうでも対応策をとっているよう

でございますけれども、しかしながら、介護職員に対する報酬がほかの職種に比べても

かなり安いということで、この仕事を離れていく人が多くなってきているという、離職

率も高いという現状がございます。そういう中で、今岡崎市の場合ですと、こうした介

護事業所に対しての受け入れに当たってのアンケート調査等も実施をしているようでご

ざいます。幸田町にあって、そのように介護事業者の実態把握をする、実際にまた介護

事業者がつぶれてしまうというような、小規模事業者の場合はつぶれてしまうというよ

うなこともあるわけでございますので、だんだんとこのようなことが進んでしまうと、
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幸田町でもなかなか受け入れができなというようなことにもなってまいります。そのた

めにも現状把握といいますか、実態把握をするおつもりがあるかないかをお尋ねしたい

と思います。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 実態調査という点については、今のところちょっと考えて

おりませんので、もう少し担当に戻って、そういう計画があるかどうかは確認をしてお

きたいと思います。ただ、事業所がなくなってしまうというようなケースが現実に他市

町ではそういうこともあるということでございます。幸いにして幸田町については、今

のところはつぶれてしまったという事業所は聞いておりませんけれども、一定の利用者

の中でそれは動いているということになると思いますが、ただ、やはりこれから利用者

がふえてくる。それから、先ほど言った従業員の方の処遇問題等々ございますので、サ

ービス事業者が健全な形で運営できる点については、県指導の事業所については、当然

県のほうに指導をしていただくと思いますし、今後新しい中では小規模のサービス事業

所については地域密着型に変わってまいりますので、その点に尽きますと幸田町が直接

指導をする立場になってまいりますので、その点について事業所の管理については進め

ていきたいと、このように思っております。 

○議長（浅井武光君） １３番、丸山千代子君の質疑は終わりました。 

   次に、１４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 先ほど来からの質問にもございますけれども、いわゆる来年度中で

すよね。来年度中に、要は、要支援とされた１・２の要支援者、これについての介護保

険サービス、これはだんだんだんだんすっと縮小されて今日に至る。至ってる中で、今

度は年度でいくと来年度中に介護保険から外される。外された後、要支援の訪問介護、

生活援助、そういう実施義務はどこにございますか。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 介護保険から外されたという表現で御質問をいただいてお

りますけれども、実際に給付を受ける分類として介護給付、介護予防給付、これが介護

事業だとしますと、それに加えて地域支援事業も、これは介護保険事業の一つでござい

ます。したがいまして、訪問介護ですとか通所介護の方が地域支援事業に移ったとして

も、これはあくまでも介護保険事業の中での区分けが変わったというふうに私どもは考

えております。ただ、サービスの内容については変わってくるところもございますので、

そこの点でサービスの低下にならないように、この１年かけまして体制・整備を進めて

いくというのが私どもの進め方だと、このように思っております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は、いわゆる今年度というよりも、言ってみれば年度が明けた来

年度中に介護保険の対象から外れて自治体の地域支援事業になりますよということです

よね。これは外れるわけでしょ。外れたときに、じゃあ、その外れた生活援助あるいは

訪問介護、いわゆるデイサービスも含めていくわけですが、これの実施責任はどこにあ

りますかということを聞いてる。 
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○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 再度の御質問でございますけれども、地域支援事業も介護

保険制度の中の一つでございますので、ですから介護保険から外れたというイメージは

ございません。したがいまして、今御質問の地域支援に変わったときの実施責任者はど

こにあるかという点でいけば、当然介護保険を管轄してる幸田町にあると、このように

御理解いただければと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 介護保険から外れないよということで、介護保険から外れなかった

ら介護保険料の保険料に反映されるのか、そういうものが介護保険の事業として幸田町

がやっていくのかどうなのかということなんですよね。介護保険から外れないよという

ことであれば、その実施責任は幸田町にある。そうしたときも含めて、じゃあ、介護保

険の対象外になったけれども、その介護の関係からいったら幸田町に実施義務がある。

実施義務があったときに、介護保険の対象外の問題と現在との関係というのは、地域間

バランスというのが崩れてくるわけです。介護保険という一つの全国一律の制度の中で

あれば、みんな同じ負担とサービスが受けられるというのが基本的な建前です。しかし、

そういう対象外に外れたというときに、じゃあ、介護保険で幸田町がそれは引き続きや

りますよといったときには、予算の費目的にはどうするのかということと、先ほど来の

関係からいくと、それは個別の事業者と調整しながら契約をしますよというスタンスで

すよね。そうしますと、従来型介護保険という制度の枠の中にあった要支援の取り組み

の延長線じゃないかと。国は、あくまでも要支援１・２は介護保険の対象から外して地

域支援事業だよと。こういう中でやってきたときに、幸田町は、いや、それは地域支援

事業はやりますけれども、それはあくまでも介護保険の事業の範囲内ですよという理解

でよろしいですか。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 議員の言われるように、地域支援事業も介護保険事業の一

つでございます。介護保険事業の中で財源負担がどういうふうになるかということでご

ざいますけれども、当然今までどおりの介護給付、介護予防給付につきましては従前ど

おりでございますけれども、地域支援事業についても、これは介護保険の費用を使って

の事業になります。費用分担でいえば介護保険の本来の給付と同じように国が２５％、

都道府県が１２.５％、市町村が１２.５％、１号被保険者の方が２１％、２号被保険者

の方が２９％という分担の中で、地域支援事業についても給付が行われるというふうに

御理解いただきたいと思います。ただ、包括支援事業、この地域支援事業の中に入りま

すけれども、これは負担が若干違いますけれども、これについても介護保険の保険料か

ら財源補填がされると、こういうような事業になっておりますので、あくまでも介護保

険の対象から外れる、介護保険の被保険者ではなくなるということではなくて、あくま

でも被保険者として給付を受けていただく対象者には変わりないということで御理解い

ただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 使い分けをされては困るわけなのでね。一つは、介護保険というも
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のと、それは幸田町も一つの事業者。それと、介護保険を利用する人という形の中で区

分けがされてくる。そうしたときに、介護保険という制度の中であれば、基本的に全国

一律である。使用料、サービスの内容も含めてね。しかし、今回は地域支援事業だよと

いう形で介護保険の対象から外される。外されたことによって誰が一番そのしわ寄せを

受けるかといったら、介護保険を使う対象者ですよということになりますよね。あなた

が言うのは、そういう人たちの問題はらち外に置いて、町の負担がどうだ、あるいは事

業者との関係はどうだということだ。それはそれで一つは大事なことでしょう。しかし、

住民の側としては、介護保険に入っている限りは全国一律のサービスと負担で要支援の

事業が受けられるということですよね。そういうものが引き続きずっと継続されるとい

うあなたの認識で地域支援事業が展開をされる、こういうことでよろしいですか。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 委員の言われる質問の内容でございますけれども、確かに

介護給付、介護予防給付につきましては、これは一定の全国同じ基準に基づいて給付が

行われる、サービスが行われるということでございます。地域支援事業につきましては

先ほども申しましたように、地方自治体とそれからサービス事業者が協定を結んで受け

入れていただくという点でいきますと、単価の設定も含めまして市町村が決めれるとい

うことで、もちろんその一定の基準は示されておりますのでその範囲ということになる

かとは思いますけれども、ただ、そこには市町村の裁量が加わる、そういう面では全国

統一ではないということは確かでございます。ただ、だからといってサービスをおざな

りにするということではなくて、私のほうの担当者としては、今までどおりのサービス

を安心して受けていただくような体制を、この１年かけて事業者とも調整をしながら連

絡会も開きながらつくっていくというのが、町の使命として今事務を進めているという

ところでございます。その点で御理解いただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたも言われるように、介護保険であれば全国一律の訪問介護や

生活支援というのがある。今回、地域支援事業に移りますよ、地域支援事業に移っても

引き続き介護保険の対象ですよということを言われる。じゃあ、そうしたときに、自治

体ごとに訪問介護とか生活支援、この関係は自治体に地域支援事業になったとしても実

施義務がある。実施義務があるときに、利用料やら負担の関係はばらばらになってくる

わけでしょ。全国一律から市町村に実施義務のある地域支援事業が、全国一律ではなく

てそれぞれの自治体の状況によってばらつきがあっても、これはしょうがないじゃない

かという点からいくと、介護外しじゃないですか。そういう事業のほうへ移行をしてい

くと。こういう形で、正確にいけば来年度中にそれは全部完了しなければいけない。こ

ういう仕組みの中で動いているときに、介護保険の仕組みの中で動いておりますよと言

われると、それはどうかなと。地域支援事業というのは、そもそもそういう性格を持つ

ものではないでしょうかということを答えていただきたい。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 地域支援事業は名前のとおり、地域の中で支援をしていく

というのが大きな目的でございます。そういう意味では、地域の特色のある介護という
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のが一つ国の方向にもあるわけでございます。ただ、それは余り市町村間でサービスの

内容の差があるというのは、これは好ましくないことでございますので、その辺の調整

はきちんとしていきたいと、このように思っております。特に介護報酬にいたしまして

も余り多種多様でありますと、この請求がこれを通じてた分を今までどおり行われると

いうことになりますと、事務処理ができないということもあるので、多分一定の基準が

国のほうで示されるのではないかというふうには思っております。その中での給付が行

われるという点であれば、それぞれ全国多少の差はあるにしても同じようなサービス提

供がされるのではないかというふうに思っております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） どうもあなたの言われたことに論旨の矛盾があるんですよね。あな

たが言われるように、介護保険とは全国一律のサービスの水準ということが言われる。

しかし、地域支援は介護保険から外れて、私どもが言うのは外れて、それぞれの地域の

実情に応じて生活支援とデイサービスもやっていくよと。それについて差が出てくるや、

あるいは利用料負担が出てくるけれども、それは介護保険という仕組みの中で動いてお

りますよと、こういうことですよね。それは矛盾があるじゃないですか。介護保険その

ものは全国一律の支援の内容、サービスの内容で統一されておりますよと。それから外

れて、地域支援事業という名前で介護外しをした介護保険制度ですよ。ですから、あな

たの中でもずっと言われたときに、ケアマネが入っておりますよと。ですから、ケアマ

ネの関係も含めてどういう支援をしていくのか、サービスをしていくのか、ケアマネに

よって変わってきますよということだけれども、介護保険の中におけるケアマネの問題

と、地域支援事業になってそれぞれの自治体の関係、先ほどもちょっと言ったように、

事業者との関係からいって、事業者とこういう契約をしてこういう内容で事業をやれる

かといったときにはばらつきが出てきますよと。ばらつきが出てくるということは、利

用料負担にもばらつきが出てくる。けれども、介護保険の制度の中の仕組みですよとい

う理解でいけば、それは論旨なんかひっちゃかめっちゃかなんだ。ですから、私どもは、

これは要支援１・２は介護保険から外した形の中の別枠の介護保険の制度の運用という

言い方もおかしいけど、介護保険という大もとの仕組みから外された要支援１・２の関

係ではないでしょうかということなんだ。そういうことが非常に問題になってくる中で、

今あなたの答弁を聞いても、ああ、そうかいと納得ができないわけだ。納得ができるよ

うに説明がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） たびたび言いますけれども、地域支援事業についてもこれ

は介護保険事業の一つでございます。そういう意味では、私どもはあくまでも介護保険

から外されるというイメージはなくて、介護保険のいろいろな事業の中での一つ介護給

付それから介護予防給付、それから地域支援事業という形のメニューがあるというふう

に御理解いただければいいかと思います。地域支援事業については、地域の特色のあっ

たいろいろなサービスが提供できるということでございますので、そういう介護給付、

介護予防給付との違いはあるにしても、介護保険の制度の中で動いている制度、事業と

いうふうに御理解いただきたいと思いますし、私どもはそのつもりで今回の事業も進め
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ていく予定でございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） たらいのふちを回るような議論はしたくはないわけなんで、要は地

域支援事業も介護保険の対象の中ですよというのがあなたの意見。そうしたときに先ほ

ども申し上げた、介護保険なら全国一律のサービスの内容ですよといったときに、じゃ

あ、地域支援事業が全国一律のサービスを保障している内容だというふうに理解をして

よろしいですか。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 必ずしも地域支援事業が全国統一の事業かということでは

ないというふうに思います。ただ、事業の提供するサービスの内容については、やはり

介護保険の中で動いておりますので、例えば人員基準であったりそういうものが示され

て、それの範囲の中でサービスを提供をしなければならないことになりますので、そう

いう意味でいくとサービスの提供の水準というのは、一定全国的に保たれるのではない

かと、そのように考えておりますか。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） だから、要は地域支援事業はあくまでも介護保険の制度の中であっ

て、全国一律のサービスの保障ができますかといったら、できないと言っているわけで

しょ。全国一律のサービスが保障できるならば、地域支援事業というのは必要ないわけ

なんだ。あくまでも介護保険の中の要支援１・２と、こういう位置づけの中で要支援に

ふさわしいようなデイサービスや生活支援、そういうものが組み立てられて当然ですし、

また利用料の関係についても、それは自治体に差が出てくるのも仕方がないけれども、

事業のサービスの内容については全国一律ですよというのが原則ですよ。ですから、こ

この地域支援事業というのは何遍もお聞きするけれども、あなたも何遍も答えると思う

けれども、全国一律のサービスが受けられるのがこの地域支援事業ですよという理解で

よろしいですかということなんだ。そんなのできるわけないじゃないか。やらないと言

ってるわけだ、そうでしょ。それと、さらに、２０１６年中にこの関係を貫徹させると

いうのが政府の方針という点からいったら、私が今お伺いした内容も含めてきちんと答

弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 同一の内容かという点については、必ずしもそうではない

ということは議員の言われるとおりであります。ただ、一律でないから介護保険制度で

はないということではありませんので、あくまでも介護保険制度の範囲の中でのサービ

スを提供するというのが前提でありますので、この介護保険事業の一つであるとしてサ

ービス提供をさせていただく。それがゆえに、内容についてはきちんとしたものをこれ

からつくっていかなければいけない、また事業所については協力をいただくという形に

なりますので、２９年の４月の運用に向けまして、早急にこの面については整備体制を

進めさせていただくということでございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 取りとめのないと言ってはいけないけどね、結局介護保険という一
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つの制度の中に要支援と要介護という、介護の２つの種類があります。要介護のほうは、

後ほどまたすっぽんぽんにされていく傾向にありますけれども、要支援については地域

支援事業に移行しますよと。地域支援事業に移行しますよということはどういうことで

すかということを申し上げた。それは、介護保険では全国一律のサービスが受けられる

要支援１・２であったと。しかし、地域支援事業によっては、地域によって財政によっ

てばらばらにばらつきがあるけれども、介護保険という枠の中における地域支援事業で

すよというのはまやかしの論法でしょ。介護保険というのはあくまでも全国一律のサー

ビスが受けられる。利用の負担は、それぞれの地域の財政状況によって違う。しかし、

その大もとが崩されて介護保険外しをしながら地域支援事業という形の中に位置づけて、

引き続き支援をしていきますよと、ケアマネも入ってきますよと。だから、介護保険の

制度の中における地域支援事業ですよというのは、論旨の矛盾ですよということを言っ

てる。そういう認識があるかどうかということなんだ。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） これは私の感覚で再度申し上げるわけでございますけれど

も、介護保険の制度の中での地域支援事業というこの観念は私は変わりませんので、よ

ろしくお願いしたいと。統一でなければいけないという点でいけば、議員の言われるよ

ういに全国一律ではないと。同じ条件ではないこともあるということで、その辺のサー

ビスの提供の標準化というのですか、他市に比べて劣らないような形のサービス提供を

確保するというのが、ある意味市町村の役割かというふうに思っています。 

   もう一つ補足いたしますけれども、要支援１・２の方についての、これは訪問介護と

通所介護が地域支援事業のほうに移行するということでありまして、訪問看護ですとか、

福祉用具等の貸与については従前どおり介護予防給付費のほうで給付するということに

なりますので、要支援１の方のサービスの一部が地域支援事業のほうに変わるというふ

うに御理解いただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は、現象面だけいけばそうだと。しかし、政府が何を狙っている

のかといったら、軽度と言われる要支援１・２、つまり要支援を介護保険からまず外し

ていく。そして、さらに今度は要介護の１にも介護保険を外す。そういう一つのレール

の上で、一気にそこまではいけないだろうと。少なくとも今は要支援という形の中で、

あなたが言われるように、介護保険は全国一律のサービスが受けられる。しかし、要支

援１・２については地域支援事業だといって、町とそれぞれの自治体と事業者が契約を

結んで、サービスの内容にばらつきができるけれども、これはしょうがないじゃないか

と。介護保険という制度の枠内での対応だというあなたの言い方。それは、私は木を見

て森を見ずだなと思いますが、この議論は平行線だ。しかし、全体の大きな流れからい

けば、介護保険という一つの制度から要支援と要介護１・２を外していく。こういう大

きな流れの中で、当面の問題として要支援１・２を自治体に押しつけていく。こういう

流れというのは、これはあなたが否定しようと政府そのものがそういう方向で走ってる

わけだ。といったときに、じゃあ、自治体としてどうしていくのかという取り組みをき

ちんと、年度からいけば来年度中にきちんとやるべきだと。その中で来年度の年度末に
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は、さらなる問題が出てくるということだけ提起をしておきます。 

○議長（浅井武光君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大澤 正君） 議員の御指摘の内容については、それぞれ再度確認をしな

がら、地域支援事業に移りましたサービスについて自治体間の大きな差がないような形

で、事業の推進については努力をしていきたいと、このように思っております。また、

要介護１・２の外すたくらみというのですか、そういうことで御指摘もいただきました。

これは、昨年の６月３０日の閣議決定の中で経済財政運営と改革の基本指針２０１５の

中に、次期介護保険制度改革に向けて高齢者の有する機能に応じ、自立した生活を目指

すという制度の趣旨や制度改革の施行状況を踏まえつつ、軽度者に対する生活援護サー

ビス、福祉用具対応やその他の給付について、給付の見直しや地域支援事業への移行を

含め検討を行うというこの表現、多分これを見られて御指摘いただいたというふうに思

います。これについては、政府のほうも２８年の夏までにはどういうふうに持っていく

かということを示すというふうに言っております。そういう点で、まだ尚早にこの内容

が来ているわけではありませんので、要介護１・２のどういうふうに今後動くかについ

ては、軽度者についてはですね、これについては町としては今考えておりませんけれど

も、当面は地域支援事業の平成２９年の４月からのスタートに向けて、現在それは最優

先に事務事業を進めさせていただいているというところでございますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第２９号議案の質疑を打ち切ります。 

   ここで、途中ではありますけれども、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午後 １時４８分 

─────────────── 

                             再開 午後 １時５８分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、第３０号議案の質疑を行います。 

   １４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 駅前の区画整理事業は、幸田町で初めて取り組む公共施行による区

画整理事業であります。当然区画整理事業という形で取り組まれて、今日ああいう姿で

町民の前にある。まず、認識として、あなた方が公共施行という形で区画整理に取り組

まれて、現在のああいう姿をどう見るのか。結局、今やってるのは電線等の地中化工事

ということですが、Ｂブロックに対する感覚の問題から含めて、まずどういう認識でお

られるのか答弁がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 土地区画整理事業、公共施工で幸田町が初めて取り組んでいる

事業だということで、実際に今現在の進捗率は建物としては７９件のうち７５件が進捗

で９４.９％完了してると。また、事業費ベースでは４３億円のうちの３２億円、約７

６％の進捗があるという中で基盤整備を中心に建物移転をかきながら取り組んできたと
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いうことでございますけれども、６月議会の中でも一般質問の中で町としての取り組み、

公共施工であり、また空き地となっているＢ街区について、これに対しての取り組みと

いうことで、実際には我々は区画整理とあわせた地権者の方たちの土地利用の部分、こ

ういったものをしっかり地元と一緒になって取り組んでいくべきだという御指摘をいた

だきました。それに乗りまして今何とか取り組んでいる状況でございますが、なかなか

やはりそこにかかわる地権者の方の土地利用の取り組みというのがまた今現在具体化に

結びついていないという状況でございますが、引き続きしっかり取り組んでいきたいと

いうふうに考えている状況でございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 私は現状の認識はどうなんだといったら、これはやはり今は行政と

いうところの限界を感じるなというふうに思うんですよね。いわゆる進捗率がどうなん

だと。事業費にかかわる割合はどうだ、あるいは建物移転がどれだけ進んだか。それは

それで結構だと。それがあなたの認識なのかということなんだ。事業はどういう事業で

あって、何を目指してきたのかと。その目指すかかわりの中の現状の中で、事業費がこ

れだけであって、建物の移転はこうだよと。そういうことを説明して、地権者も含めて

住民の皆さんが、ああ、そうかいと。町は一生懸命やっているなという評価があるか。

あらへんわ。いつまでたってもペンペン草だ。あちこち掘り返して地中化だかどうかは

知らないけれど、地中化はあとどうするんだというものが全然語られてないし、幸田区

の中においても、おい、どうなっているんだと私に聞いてくるわけ。おかしいじゃない

か。町がきちんとこの区域に当たって現在の事業の進捗の状況と、じゃあ、自分たちは、

先ほどあなたが言われたように地権者間の調整もやっておりますけれども、なかなか至

難でございますわという泣き言は言っても、住民の中に本当に町が汗まみれになって、

公共施工としてあるべき姿を実現していきたい、あなたが構想図を書いたわけだ。そう

いうものをいいと言っているのではない、そういうことに対してどういう取り組みをし

て、今後どう展開していくのか。そして、どこに問題がある。その問題を解決するため

にあなた方がどういう知恵を出しながら取り組んでいくか。こういうものの姿が見えな

いということなんです。ですから、ちゃんと説明がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） これも６月議会の中で御指摘いただきました。その後、我々も

地権者の方とじっくり話をさせていただき取り組んでまいりました。若干経過だけ説明

させていただきますと、６月以降の経過でございますけれども、７月には信用金庫を除

く４街区全体として３,０００平方メートルほどございますけれども、その３,０００平

方メートルを何とか一体開発できないかということで、いろいろなところへ打診をさせ

ていただきました。しかし、一体開発に対しては一部の方が共同開発に対しては合意を

いただけないということで、その部分の３,０００平方メートルでの取り組みというの

は断念しております。その後、９月になりまして、Ｂブロックの８９１平方メートル、

おおむね９００平方メートルの場所をもう一度住宅街区、いわゆる高度利用街区として

例えばマンション、そういったものができないかということで、これは町も間に入って

民間ディベロッパー、ハウスメーカーを含めて、また郊外型のハウスメーカーとしては
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いろいろな面で幸田町もかかわっていますので、そういったところへ幸田の駅前でどう

でしょうかというようなとこら辺も数社取り組ませていただきました。具体的には４社

ほどお話をさせていただきましたけれども、残念ながら今の土地の所有形態、いわゆる

買収方式でないと、なかなか事業定期借地ではマンションの建設というのは難しいとい

うことでお断りがございました。同じようなことで例えば住都公団と言われるＵＲ都市

機構に対してもそういったお話をさせていただきましたが、なかなか難しい状況になっ

たということで、もう一度１０月になりまして、１０月の時点で一度地権者の方に集ま

っていただいて、Ｂブロック８９１平方メートルとすぐ隣に同じような面積を持ってお

られる方に対して一緒になってやれないかと、もう一度取り組めないかということでこ

れを合わせますと１,５００平方メートルございます。先ほどは３,０００平方メートル

でしたけれども、その半分の１,５００平方メートルで取り組めないかということで、

これは事業用定期借地を前提として１,５００平方メートルでならできるのではないか

と、店舗部分も含めてできないかということでいろいろ打診させていただきましたが、

地権者の方たちは一部の方を除いてそれで何とか取り組んでもらいたいということはい

ただきましたので、いろいろ取り組んで何とか進出ができる方向が見えたような状況に

ございましたが、残念ながらこの２月１９日、年を明けてことしの２月１９日にこの１,

５００平方メートルの中の地権者の方が５名ほどございますけれども、その方に何とか

事業用定期借地でできないかということを、参画をしたいところから説明させていただ

きました。しかし、今現在、５名のうちの１名の方、これは再三話題となっている方で

ございますけれども、その方からは、この計画にはなかなか借地の経済条件が合わない

というようなことから、また相続の問題とかそういったのを考えると、こういった経済

的な部分の条件が合わないから話が今前に進んでいないというふうな状況でございまし

て、なかなか今経過を申し上げても紆余曲折しながら、ただ、今現在まとまっていない

という状況で言いわけを言っていてもしょうがないわけですけれども、そういうのは役

場も間に入って６月議会の御指摘をいただきながら、役場もしっかり間に入って何とか

提言できないかということで、これ以外にもいろいろと声をかけさせていただいたとこ

ろもございますけれども、なかなか成就していないと。ただし、今の段階ではとりあえ

ず最後に御提示させていただいている部分の可能性を今探っている状況でございます。

こういった内容を地権者の方にはもちろん説明会などで状況は説明させていただいてい

ますが、御指摘いただいています地域住民の方、幸田町民の方への説明がなかなかでき

る状況に今ないというところから、これが御指摘いただいていることだと思いますが、

幸田町としてのやはり取り組みとか考え方、ここら辺がまだしっかり示せる状況にない

ということで御容赦願いたいなと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あれこれ申されて、私が聞くとアリバイづくりを一生懸命されたな

という印象であります。私も地権者の方ともいろいろな話もさせていただいております。

ただ、そうしたときに、地権者の感覚は町のほうからいろいろ言ってくるけれども、ち

ょろっと文句を言うとぱっと手を引いてすぐに帰っていっちゃうと。俺は確かにくせの

悪い男だと本人が言うんだから間違いないけれども、けれども、ちょこちょこと言って、
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ちょっとかみつくとすっと返ってこないと。そんなことをやっていたらここなんて百年

一日のごとくだよと、こういうことを。まあ、あなた方に言わせれば何を勝手なことを

言ってるんだと、俺たちは一生懸命努力してるんだぞという感覚で見えておられるだろ

うし、また相手方もちょこちょこっと言うとすっと手のひらを返して、来ないと。そう

いうような形の中なので、私は本当に目先をころころころころ変えるのではなくて、あ

なた方自身が本当に腰を据えて、対象者は少ないんですよ。そんな何百、何十といるわ

けではない。そういったときに対象者と個別の問題と全体の問題、全体でやればいろい

ろな問題が出てくるのは当たり前だ。そんな収拾はつかへんわ。けれども、そういう場

を持たないと、私の言い方は適切ではないけれども、ガス抜きはできない。ガス抜きが

できなければ、ガスが充満して爆発するという点からいけば、私はそういう場を頻繁に

持って、下手をするとお互いの非難の合戦になるかもしれないけれど、そこらは行政が

ここは非難合戦じゃなくて、この問題をどうするかということでお互いの英知を出そう

じゃないかという方向に引っ張っていかないと、不満お聞き役、窓口はこちらというこ

とでやっていたら解決しない。だから、要はそういった点で地権者の利害が衝突をして

いる。衝突をしたときにあなた方が調整役をしながらどういう合意形成を図っていくか

といったら、簡単じゃないけれども、要は私が申し上げたいのは腰を据えて取り組めよ

と。そんなものは相当な時間がかかってきてる中であそこまで来てね、ちょこちょこっ

とやってアリバイつくって正当性を幾ら言ったってあかん。だから、要は腰を落ちつけ

て、きちんと膝をつき合わせるようなことも含めてやらない限りこんなの先は見えてこ

ない。幾ら町長が議会で構想をぶち上げたって、そんなの何にもならへんわ。ぶち上げ

るのは幾らでもぶち上げてもいい。足もとがどうなっているかということも含めていく

ならば、まず足もとの中で腰を据えた対地権者との取り組みをどうするのかということ

が、今後の課題だというふうに私は認識しております。したがって、どういうふうに思

うか。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 今、言われるとおり、実際にその方とは私もこの２月１９日の

会議の中で出席させていただきました。その方とは私も何十年来のおつき合いというこ

とで、いろいろな部分の思いとまたすれ違いの部分もございます。それをうちの区画整

理課の若い職員が一生懸命間に入りながら取り組んでおります。言いわけじみたことで

はいけないと思いますが、御本人のほうのいろいろな御要望に対して先ほど申し上げた

相続の関係も、なかなか役場が踏み込んでそういった相続の中身まで入るというのは、

ほかの住民の方からするとなぜそこまでと言われるかもしれませんが、議会の御支援を

いただきながらしっかりそこら辺は入り込んでということで、相続の部分も相談させて

いただきながら本人の意向をしっかりその気になっていただけるように進めているとい

うような状況でございます。今後ともそういう部分は一丸となって職員も、若手職員も

含めて、私どもも含めていろいろな部分で地権者への御理解を求めていくという行動は

しっかりやっていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 要は、担当の腰を据えた取り組みがどうしても必要だということと、
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もう一つは地権者の中に拭いがたい行政不信が渦巻いております。それともきちんと向

き合わないとあかんのです。その行政不信は相手方のいろいろな問題もあるだろうし、

受けとめ方にそんな受けとめ方をされたら私どもも立場がないわという幸田町の正当性

を主張しても、そんなのは両方ともが平行線になる。だから、一つは行政不信が極めて

根強くあるということの中の一つの中で、威力業務妨害だというのが二言目には出てく

る。そのことの関係も若干いかがかと思うけれども、そこで論評をしても始まらないわ

けなのでね。評論家や解説員の集まりで問題が解決するわけではない。そうしたときに

やっぱり一つは、先ほど申し上げたように、行政不信は極めて根深い。けれども、やっ

ていかないといけない、取り組まなければいけないという点からいくと先ほど申し上げ

たけれども、個別の話と地権者全体の話をいろいろな形を言いながら取り組まないと、

ちょこちょこっと文句を言うと、ちょっと最近見えないかなと思ったら、ああ、文句を

言ったから来ないかなということではない。そんなことをやっていたら１００年たって

もできない。駅前の構想と一緒だ、１００年待ったってできないということなので、そ

ういう点からいくならば私は本当に腰を据えて、対地権者との関係で足しげく通うなり、

いろいろな話し合いのスタンスはあるはずなんだ。私に執行権もあらへん、何もあらへ

ん、いろいろな相談には乗っておりますし、私のほうもいろいろな話はしております。

しかし、そういう中で行政が本当に主導権を持って取り組む、解決する、そういうスタ

ンスが見えてこないという点で最後でありますが、基本的にそうした行政不信について

はどう対応しながらこの問題を乗り越えていくか、解決していくか。こういう点での道

筋はどうなのかということをお聞きしたい。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 今、言われる行政不信、威力業務妨害とかその辺の関係は私自

身も御本人の言っている意味、その辺が十分把握できてないんですけれども、恐らくい

ろいろな部分でＡブロックを取り組んだときのやっぱりしこりがあるんだなということ

でございます。役場としてもその辺については私自身もかかわっていた内容でございま

すし、その部分を何とか誤解を解いていく、また前向きに今後の土地活用いわゆる資産

運用、こういったものも当時考えさせていただいたつもりですけれども、それがなかな

かうまくいってないということだと思いますので、その辺もしっかり取り組むというよ

うなことで、今後腰を据えてということでございますけれども、今はこの体制で取り組

んでおりますので、その部分で何とか住民の方、地権者の方へのそういった関心の高い

ところでございますので、そこを地権者の方としっかり行政不信を払拭していくような

形で取り組んでいかないといけないと思っておりますので、その辺はよろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第３０号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第３１号議案の質疑を行います。 

   １４番、伊藤宗次君の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 集落排水につきましては、自治法に定めるところの受益者負担金と
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いう形で徴収がされております。それは自治法に基づくということですが、その自治法

の規定は受益者負担金とは、特別な受益がある場合、受益の限度において賦課すること

ができるのが受益者負担金なりと、こういうことですよね。ということでいきますと、

じゃあ、集排における特別な受益というのは何ですか。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） これにつきましても、歴代いろいろな部分で御議論をいただい

てまして、なかなか答弁については明確な答弁ができなくて申しわけないですけれども、

あえて申し上げますと、やはり特別な受益という形の中では実際には下水道整備等によ

る区域について、その一部を負担していただくという規定がこの分担金の中にもござい

ますので、その部分を適用させていただいて受益者分担金としてその部分でということ

でございます。地方自治法のほうのいわゆる集落排水のほうですので、公共下水の部分

と含めてお答えさせていただいておりますけれども、実際にはそういった形である一定

の区域での下水道事業ということでございますので、その部分は負担があるという形で

お願いしたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） ３１号も３２号も受益者負担金を取るという点でいけば同一の内容

だと。しかし、根拠法が違う。集落排水は自治法だよ、都市計画法に基づくのが下水道

ですよと。根拠法が違う、そして受益者分担金、受益者負担金という呼び名も違う。し

かし、その内容は集排におきましても、下水道におきましても、特別な受益があると。

特別な受益があると認められた、その特別な受益のその限度において賦課することがで

きますよという規定であります。ですから、ここにありますように、じゃあ、特別な受

益とは一体何なのか。これを解明していただきたいということを申し上げてる。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） それぞれ特別な受益という議論がございますけれども、以前答

弁させていただいている内容でございますが、住民の居住環境が改善され、より衛生的

で快適な日常生活を営むことができ、それが土地の利用内容を資質的に高め、またそう

いった面では地価の上昇も含めてあると。これらの利益は下水道を引いた方、集落排水

を結んだ方にもたらされるものだということで特別の受益だというふうに判断されてい

る。これについては、全国的にもそういった判断をさせていただいているということで

ございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたの答弁の中で気になるのは、以前にも答弁させてもらった、

以前にも説明させていただいたということを盛んに言われる。それはそうかもしれない

ですよ。会期不継続の原則というのが議会にありますよね。１２月議会で言ったことが

継続審議、継続という議会の議決を得た扱いならそれは結構でしょう。しかし、会期は

不継続、継続してはならないよ。継続する場合には特別な手続をとりなさいよというの

が会期不継続の原則。したがって、以前にも申し上げました、何回も何回も俺に説明さ

せるな、答弁させるなというあなたの姿勢ですよ。しかし、どれだけ説明しても、じゃ

あ、集落排水における特別な受益、その特別な受益があるからこそ受益者分担金、負担
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金を徴収しますよと。しかも、その徴収も受益の限度においてという規定ですよ。行政

が勝手にこれだけの受益があるからこれだけ金を取るわという、そんなことのさじかげ

んは許さないよと。あくまでも特別な受益の限度において賦課徴収ができる、こういう

規定ですよ。だから、それはどういう内容でどの限度があるのか。これは今は３１号で

すから、集落排水の関係はちゃんと説明をいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 集落排水の関係でございますので、地方自治法の２２４条のほ

うで規定に基づく特に利益を受けるものからその受益の限度において分担金を徴収する

ことができるという、これは条例に基づいて幸田町も制定していただいて取り組んでい

るということで、実際には事業費の８％相当額を１宅地当たり上限５５万円という形で

ございます。これにつきましては、やはり集落排水も下水道として考えられるわけです

ので、そういった部分での先ほど申し上げた、やはり住宅のいわゆる居住環境、こうい

ったものが改善されているというとこら辺の受益が、この区域に入らなかったところと

の差があるというようなとこら辺がやはりこの受益の差もありますので、その部分がや

はり集落排水についてもそういったものが適用されるというふうに考えております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） そうしますと、幸田町は行政政策として全町下水道化という形でや

られて、基本的にもう終わっているわけですよね。あとはもちろん区画整理だとかそう

いった突発的なときに、そこに新たに下水道を敷設をするというのはあるけれども、全

体的な問題としては全町下水道化という点からいけば、この西三河で全町下水道は小さ

な町といえども隣の蒲郡と面積的には１平方キロと違わない。違わないけど蒲郡市は土

地基盤もへったくれもあらへんわけだ。町の中心部でも下水道がない中で、幸田町が全

町下水道化ということで市街化調整区域にあっては集落排水を、市街化区域については

下水道にする。こういうのを通じてそこから漏れたところについては、合併浄化槽の維

持管理費に係る補助金を出すという形の中で、町の政策として全町下水道化を続けると

いう点からいけば、特別な受益じゃないですよね。特別な受益を求めて集落排水をやっ

たのか、下水道をやったのか。そうじゃない。町の政策として全町下水道化、その一番

の取り組みとして集落排水を取り組んだよという、そういう経過の中であなたが説明さ

れたように、この集落排水にかかわって国と県の補助金は外すと。幸田町が単独でこの

事業にかかわって支出した町費負担分の８％だと。８％、しかもその受益の限度という

ことであれば、８％が５０万であろうと、７０万であろうと、３０万であろうと、理屈

はそうだと。ただ、こうしたときにやっぱり負担の限界があるだろうということで負担

の上限を決めた。しかし、根本的には８％だ。町費負担の８％がこの事業にかかわる受

益者負担金だと。それが特別な受益だという計算の仕方であります。それでいいのか、

それが特別な受益なのか。自治法で言うところに定める特別な受益があると。その受益

の限度においてという点からいくと、なぜ８％か。その説明がいただきたい。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 集落排水につきましては、事業の発端というか当初の趣旨のと

ころから申し上げますと、いわゆる農業集落排水事業という名のとおり、あくまで農業
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振興地域における水質汚濁による農業被害の解消を図り、食の安全安心の確保、農業生

産の安定のための環境保全が発端、これは十分御存じだと思いますけれども、そういっ

た面で農家を中心とした申請事業で取り組んでいたということで、こういった事業で私

が申し上げるのもあれですけれども、８％の根拠と申し上げると、そういった土地改良

事業の中の申請事業の中ですと地元負担、いわゆる皆様が負担していただける部分が

８％という数字がございます。そういった部分でもちろんいろいろな事業によって異な

りますけれども、そういったところから８％という数字はいわゆる申請事業に基づくも

のとして、発端としてあったのではないかというふうに私どもは思っているところでご

ざいます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この事業を通して受ける特別な受益については、事業が実現をする、

このことによってね。事業が実現をすることによってもたらされるのが特別な受益だよ

といったときに、なぜ地域ごとにばらつきがあるのだ。なぜばらつきがある、説明がい

ただきたい。事業費が多い少ないかというのは、そんなのはあなた方の勝手だと。どう

いう事業を貫徹しようと集落排水によって受ける特別な受益は、地域によって差がある

わけがないやん。それがそもそも受益たる受益の考え方だということですよね。といっ

たときに、なぜ地域間のバランスが出てくるのか、アンバランスな状況が生まれるのか。

これは都市計画に基づく下水道でも一緒ですよね。下水道、市街化区域と市街化区域で

ない周辺集落とは１平方メートル当たりの負担金に５０円の差がついてくるわけだ。何

でだと。実現をされる特別な受益に差はないはずなんだ。あなたが言われるように憲法

で保障する国民の基本的な権利として、健康で文化的で衛生的な生活を営みうる国民に

その権利があると言ってる。国民の権利なんだ。健康で文化的で衛生的な生活を営みう

る国民の権利を実現するために、国や地方自治体は事業を進めなさいよというのが憲法

の規定ですよね。その憲法の規定に基づいて集排の事業を取り組んだときに、なぜ特別

な受益に地域アンバランスができるのかと。それは地域によって特別な受益の内容に差

が出てくるのか。事業費に差があるだけやん。受益ですよ、特別な受益の限度において

という法の定めからいったら、私のところも集排、高力もそうだ、大草の一部もそうだ。

みんな負担金の金額は違うわけだ。けれども、受ける受益は一緒でしょ、こういうこと

なんだ。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） ちょっと下水道のほうの話になってしまうかもしれませんけれ

ども、受益者負担金と分担金の考え方、その中には下水道整備による特別な受益を受け

る区域に対してその費用の一部を財源として徴収することができるという、いわゆるそ

の費用の一部を財源として確保できるというふうな規定のもとにその事業費を算定し、

その事業費に基づいてその一部を負担していただいているということで、先ほどの８％

というのも同じような考え方で事業費を算定した上でその８％を算定してるということ

から、どうしても区域の差が出てきている状況だと思います。公共下水道についても市

街化区域が３５０円、調整区域はということでありますので、この辺は集落排水の話に

戻しますと集落排水については８％の部分、この部分の算定についてもそれぞれこれは
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１戸当たりということになりますので、先ほど申し上げた申請者の事業でございますの

で、戸数当たりの部分が事業費を割りかいしてきておりますので、その分の１戸当たり

の負担というのが異なってきていると。ただし、上限は５５万円としてるというような

とこら辺がその上限を設定させていただきながら、それぞれの差はございますが、その

中で負担はしていただいているという状況でございます。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） あなたが言うのは、みそもくそも一緒という点では町長と同じスタ

ンスだなというふうに思うわけですよね。あくまでも受益の限度においてということで、

あなたは地域によって事業費が違うじゃないかと。地域によって事業費が違うのは当た

り前。平たんなところ、山・坂あるところ、集落が散在しているところ、比較的集中し

ている場合、みんな違うわけだ。地域によって事業費が違うから受ける受益も違うのか

という議論に結びついてくるわ。そうじゃない。あなたが言うのは、要はいろいろな地

域のところで事業をやるけれども、事業費の８％で限度額が５０万円だとか４５万円だ

と忘れたけどね、それを超えたらみんないいですよというやり方が、法に言うところの

受益の限度においてという感覚からいったら全然違うでしょ。事業費割が受益の限度か、

こういう根本的な問題であります。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 実際にそういった事業費の一部を財源として徴収するという形

での、やはり受益者負担金なり分担金の算定になってるということからすると、やはり

事業費の事業効率、こういったものもその部分の事業費の負担に影響が出ているという

ことでございます。それが受益の割合がそれだけその事業費に対して違うのかというよ

うなとこら辺はなかなか難しいかと思いますが、実際にその事業を行うことによって下

水道を接続できる部分、これは事業費がこの家庭ではここに下水道を引くために幾らか

かっているというとこら辺が、やはり事業費というのは差が出ている。これを負担とい

う名のもとに事業費の一部を負担していただく、それは一律の８％部分を算定していき

ながら事業費に応じて負担の金額が変わってくるということは、その受益の差というな

かなか説明がしにくいところでございますけれども、やはり事業費の差からの算定とい

う形がどうしても出てくるのではないかと思っております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第３１号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第３２号議案の質疑を許します。 

   １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） この３２号につきましても、３１号の集排にかかわる受益者負担金

の関係と基本的には同一の考えだと。要は、ここは市街化区域と市街化区域でないとこ

ろによって負担金の額が違う。土地１平方メートル当たりあなたは３５０円とか、私の

記憶だと４００円と４５０円じゃなかったかな、まあ、そこら辺はいいわ。要は、市街

化区域内における土地１平方メートル当たりと、周辺集落という名前の調整区域におけ

る１平方メートル当たりの受益者負担金に差があるのはなぜなのか。受ける受益は市街

化区域であろうと調整区域であろうと同じであります。同じでありながら市街化区域と
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周辺集落によって１平方メートル当たり５０円の差がつくというのは何なのかといった

ら、受益に差があるのではないわけだ。市街化区域にあっては都市計画税を課税をして

おりますので、その関係を負担していただいております。周辺集落については調整区域

でございますので、都市計画税は課税されておりませんのでその分だけ１平方メートル

当たり５０円を上乗せして賦課しておりますよと。そんなものは行政側の勝手な都合で

しょ。事業によって実現される受益に差がありますかということです。ここら辺はわか

りやすいわ、集排のときでも線を引いて中に入ったものは、外に出たものは５０円の差

がありますよと。じゃあ、５０円の差を具体的に特別な受益という範疇の中で明快に答

弁をしていただきたい。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 公共下水道のほうにつきましては先ほど申し上げたように、費

用の一部を財源として徴収することができるという規定を使っております。もちろん全

部に対してのパーセントで出しているわけではなくて、実際に公共下水道では総事業費

から国庫補助対象事業を除いた、いわゆる末端管路事業のほうから県費とか地方債を除

いて差し引いた金額を負担区の面積で割りかいしているということで、１平方メートル

当たりの負担額が出てるということで、受益という観点ではなくいわゆる事業費から算

定してるということでございます。ちなみに先ほど申し上げましたように、下水道では

統一して市街化区域内は３５０円、調整区域、いわゆる周辺集落については４００円と

いうふうに設定しております。これにつきましても幸田町で最初に取り組んだ深溝負担

区ですね、南部処理区についてはこの事業費も末端管路から県費と地方債を差し引いて

金額にしますと６億４,０００万ほどございますけれども、補助金を差し引きますと２

億５,０００万、これを６９ヘクタールの区域から割りかいしますとおおむね３６６円

ほどの計算になりますけれども、それを３５０円というふうに当時設定されているとい

うことであります。また、周辺集落につきましても、南部処理区については実際にも南

部処理区の中の周辺集落の事業費を算定しまして、周辺集落ですと６４ヘクタールにな

りますけれども、事業費も３億円強となっていまして、割りかいしますと５００円程度

になりますがそれを４００円として設定してるということで、これについては設定した

根拠がそういう形でそれぞれの計算をしておりますが、結果的に条例で載せていただい

ているように、市街化区域は３５０円で周辺集落については地方自治法のほうで４００

円という形での設定をさせていただいております。そういった意味で市街化区域と調整

区域の差については受益の差があるのかというとこら辺がなかなか説明しづらい部分が

ございまして、先ほど来申し上げているように、事業費との差、調整区域ですとどうし

てもやはり人口密度が少ない分事業効率が悪いということから、その部分の事業費から

算定されたもので４００円と３５０円の差、５０円の差が生じているというようなこと

で理解していただきたいと思います。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） その時々で都合のいいように使い分けするのが行政側の説明だ、説

明責任だ。じゃあ、この問題を周辺集落にウィングを広げたときに、事業を拡大したと

きに、あなた方はどういう説明をした。議会にどういう説明をした。事業費云々じゃな
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いですよ。市街化区域においては、都市計画税という都市施設を整備するための財源と

して都市計画税を徴収しております。都市計画税に該当する事業というのは下水道でご

ざいます。それはお説のとおりですよ。そこに都市計画税を財源として投入するのは当

然だと、私はそれがいけないと言っているのではない、これは大筋ですよと。しかし、

周辺集落についてウィングを広げて汚水管を延長してその区域も受益区域にすることに

ついて、１平方メートル当たり５０円引き上げるということについては、市街化区域と

は違って都市計画税を課税をしておりません。不公平が生じるので、１平方メートル当

たり５０円アップしてやりますよと、こういうことですよね。ということでありながら、

今あなたの説明は全く違う。要は、どうであろうと違ってあろうと、私はそこら辺につ

いて余りこだわりは持たない。要はそうしたときに、なぜ同じ事業区域の中で市街化区

域だ調整区域だという線引きで、線の入ったところと漏れた人に１平方メートル当たり

５０円の受益者負担金の差が出るのか。事業費に当てるというのは自治法の中でもある、

これはありだ。同時に、その自治法の中でも受益の限度において、受益の限度を超えて

徴収したらあかんよという規定はあるはずなんだ。ありますよね。そのことはあなたは

さっと隠して、事業費割に基づいて負担することはもっともじゃないかということは理

屈に合わない。その時々の都合に合わせて負担を求めるようなやり方は正当性に欠けま

すよということなんだよ。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 今、議員が言われるように、都市計画税とのかかわり方も確か

に固定資産税が１.４％、都市計画税０.２％、合わせて１.６％。１.６％と１.４％で

すと倍率的には１.１４。それが３５０円と４００円との差も１.１４ですので、その部

分ではそういった説明もあるかもしれませんが、実際にそういった経過の中で、市街化

区域でのやはり都市計画税の課税という部分によるそういった充当部分は公共下水道の

ほうに充当してるわけでして、実際に集落排水とか周辺集落についてはやはり都市計画

税を賦課されてないという部分がございます。ただ、先ほど来申し上げているように、

これはある程度の事業費の算定からくる負担割合、受益の受ける限度の中で負担を求め

ていくという形でございます。それが、受益がそれ以上にあるというふうに見込んだ中

でそういった算定をされているということでございますので、ある意味事業費と受益の

関係というのは相関関係がなかなか説明しづらい部分がございますけれども、やはりこ

ういった負担金、分担金を算定する上では事業費をもとに算定させていただいていると

いうとこら辺がそういった背景にあるかと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤君。 

○14番（伊藤宗次君） 話をしていくたびにころころ変わってくるね。固定資産税がどうだ、

都市計画税がどうだなんていうところまで広げると際限がないぞということなんですわ。

ですから、要は線引きをしても受ける受益は一緒でしょ。事業費は違うかもしれない。

そんなものはあなた方の勝手だ。要は、受ける受益の範囲内においてという点からいけ

ば集排でも下水でも受ける受益の内容は一緒。一緒でありながら負担に差がつくという

ことについては、説明はなかなか難しいと言いながら、どんどんどんどんおかしな方向

に引っ張ってくる。難しいのは当たり前ですよ。難しいことをへ理屈つけて難しくない
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ようにはしないけれども、そうやって結局受益者負担金、分担金を徴収してるというこ

とについては、これは一回最高裁で争いましたよね。ということでいけば、結論的には

まだ議論の継続性がある。問題については指摘があるよということだけ申し上げておき

ます。 

○議長（浅井武光君） 建設部長。 

○建設部長（近藤 学君） 確かに昭和４４年ぐらいから、こういった受益者負担金での訴

訟提起はされております。全国的にもそういった展開の中で、今現在の中では受益者負

担金の考え方というのは認められている状況でございます。ただし、今、議員が言われ

るように、受益とその費用との関係というのは、なかなか司法の場でもしっかり説明し

切れてないなというところが課題としてあるというようなことがやはり出ておりますの

で、この辺はしっかり我々も事業を進めていく中では、こういった皆様に負担をしてい

ただくということになりますので、公平性というものをしっかり見ながら取り組んでい

きたいと思っております。 

○議長（浅井武光君） １４番、伊藤宗次君の質疑は終わりました。 

   以上で、第３２号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第３３号議案の質疑を行います。 

   本件は通告なしであります。 

   以上で、第３３号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって質疑を終結いたします。 

   ここで、委員会付託についてお諮りをいたします。 

   ただいま、一括議題となっております第４号議案から第１９号議案までの１６件は、

会議規則第３９条の規定により、お手元に印刷配付の議案付託表のとおり、それぞれ所

管の常任委員会に付託いたします。 

   各常任委員会委員長は、ただいま付託しました議案の審議結果を、来る３月２７日ま

でに取りまとめて、３月２８日の本会議において報告をお願いいたします。 

   委員会の会議場につきましては、お手元に印刷配付のとおりでありますから、よろし

くお願いをいたします。 

   ここで暫時休憩といたします。 

                             休憩 午後 ２時４３分 

○議長（浅井武光君） ここで、皆様方にお願いを申し上げます。本日、東日本大震災から

５周年を迎えます。ただいまから震災による犠牲者になられた方に哀悼の意をあらわし、

議場において１分間の黙祷をささげますので、御協力をお願いいたします。 

   皆様、御起立をお願いいたします。 

（黙祷） 

○議長（浅井武光君） 黙祷を終わります。御協力ありがとうございました。御着席願いま

す。 

                             再開 午後 ２時４５分 

○議長（浅井武光君） 休憩前に戻し、会議を開きます。 

──────────────○─────────────── 
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  日程第３ 

○議長（浅井武光君） 予算特別委員会の設置についてお諮りをいたします。 

   ただいま議題となっております第２５号議案から第３３号議案までの９件は内容も非

常に多岐にわたりますので、慎重審議を期するため予算特別委員会を設置し、これに付

託し、委員会の定数は議長を除く１５名といたしたいと思います。 

   これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（浅井武光君） 御異議なしと認めます。 

   よって、第２５号議案から第３３号議案までの９件は、議員１５名を予算特別委員会

委員に選任し、付託することに決定いたしました。 

   ただいま設置されました予算特別委員会は、委員会条例第９条の規定により委員長の

互選をお願いいたします。委員長の互選は３月１５日、火曜日、午前９時より議場にお

いてお願いをいたします。なお、委員長の互選に関する職務は委員会条例第９条第２項

の規定により、年長議員であります１１番、池田久男君にお願いいたします。審査の結

果は３月２７日までに取りまとめ、来る３月２８日の本会議で報告いたします。 

   以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   本日は、これにて散会といたします。 

   次回は、３月２８日、月曜日、午前９時から会議を再開いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

   本日は、大変御苦労さまでした。ありがとうございました。 

                             散会 午後 ２時４９分 
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